
第８章 宅地地盤・基礎 

 

8.1 調査概要 

8.1.1 調査目的 

 基礎及び周囲地盤に起因する建築物の被災状況の把握を目的とした現地被災調査を 4 回

実施した。 

調査対象とした地域は、地震直後の概要調査、被災建築物の応急危険度判定結果、被災

宅地の危険度判定結果及び他の機関における調査等を元に選定した。 

 

出張者及び主な調査地区は、下記の通りである。 
■出張者（○はグループリーダー） 

国総研：飯場正紀 

建 研：○田村昌仁、井上波彦 

■調査地区 

1. 長岡市（悠久町、西片貝町、中沢町、高町） 
2. 見附市南本町 
3. 川口町（中央部、西倉地区） 
4. 十日町市（新座地区） 
5. その他（柏崎市、刈羽村など） 

 

8.1.2 被災地域における地盤及び基礎の概要 

(1) 地盤概要 

今回の新潟県中越地震では、長岡市を中心とする平野部から山古志村、魚沼市、南魚沼

市にわたる山地・丘陵部地域の広範囲に被害が発生している。 

新潟平野の地盤概略分布を図 8.1 に示す 1)。①海岸線に沿って発達する砂丘群、②山地・

丘陵部から平地部にかけての河川沿いの扇状地性堆積物（主に砂礫層）、③これらの間に挟

まれる氾濫原性の堆積物、④三角州性の堆積物に大別され、平野の東側（山側）は、朝日

連峰、飯豊連峰、越後山地が、標高 1,000m～2,000m の高度で主山稜を形成して北北東―南

南西方向に連なり、平野に接する部分には、魚沼丘陵などが主山稜に平行に連なっている。

これらの平野に面する山麓線の方向は、いずれも北北東―南南西の直線上で、周辺山地の

摺曲運動が同方向の軸線を有することから、構造運動を反映したもので、この構造運動が

堆積盆地としての信濃川沿いの平野を形成する要因となっている。 

長岡地域の地盤区分概略を図 8.2 に、図 8.2 中の A-A’断面における地盤構成概略を図

8.3 に示す 1)。長岡市街地から信濃川沿いの上流域一帯は地表部より砂礫層が分布し、扇

状地性の堆積物に覆われている（Ⅰ地区）。この周辺では深度 5m 付近までは粘性土や砂質

土に覆われてはいるが、下部には砂礫層が分布している（Ⅱ地区）。さらに周辺地域ではし

だいに砂礫層の分布深度が深くなる（Ⅲ地区）。ただしⅢ地区でも、部分的に砂礫層が分布

する箇所もある。 
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山地・丘陵部の地質の一例として図 8.4 に川口町を中心とした地域の地質図を示す 2)。

摺曲運動の影響により同じ地域内でも、それぞれ地質が異なる場合があることがわかる。

山地・丘陵部では、複雑な地質構造となっていると考えられる。 

なお、今回の被災調査地点近傍における代表的なボーリング柱状図 1)を図 8.5 に示すと

ともに、ボーリング位置を図 8.2,8.4 の図中に示した。 

 

 

図 8.1 新潟平野の地盤概略 1) 
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図 8.3 長岡地域の地盤構成概略（A-A’断面）1) 

図 8.2 長岡地域の地盤区分概略 1) 

見附市本町 

見附市月見台 

長岡市中沢町 

長岡市高畑町 
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図 8.4(a) 地質図（小千谷）2) 

川口町西倉 
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地質時代 岩質

後期鮮新世 栖吉 安山岩及び

｜ (すよし)層 デイサイト溶岩・火砕
岩前期鮮新世 凝灰質砂岩及び

安山岩質

Ｎ3 火山砕屑岩

Um 塊状泥岩

Uv 安山岩火砕岩

Ks 砂岩

泥岩優勢砂岩

泥岩互層

砂岩優勢砂岩

泥岩互層

前期鮮新世 Av 安山岩火砕岩

｜ 泥岩優勢砂岩

後期中新世 泥岩互層

Ｎ3 砂岩及び砂岩

泥岩互層

Am 塊状泥岩

後期中新世 一村尾 砂岩・泥岩及び

Ｎ3 (ひとむらお) 砂岩泥岩互層

層 安山岩溶岩

及び火砕岩

鳥屋ガ峰 デイサイト

(とやがみね) 及び安山岩溶岩

層 及び火山角礫岩

Ts 泥岩岩塊

後期中新世 上部寺泊階 猿倉岳層・ デイサイト溶岩

｜ ｜ 貫木 及び火砕岩

中期中新世 下部寺泊階 (つなぎ)層・ Ga 安山岩火砕岩

Ｎ2 大沢層及び 硬質頁岩・

葎沢層 砂岩頁岩互層など

中期中新世 半蔵金層・ Hm 塊状泥岩

Ｎ1 西名層・ デイサイト及び

上野層 流紋岩凝灰岩

及び溶岩

前期中新世 火山円礫岩及び

凝灰角礫岩

N1 Js 黒色頁岩・砂岩など

Jh 礫岩・砂岩など

凝灰角礫岩・

凝灰質頁岩など

安山岩溶岩・

黒色硬質頁岩など

Jn 角礫岩・頁岩など

石英斑岩及び

ひん岩

黒雲母花崗岩及び

黒雲母花崗閃緑岩

上権現堂山 黒色頁岩・

コンプレックス チャート・

砂岩など

中ノ岳

斑れい岩類

蛇紋岩 Sp 蛇紋岩

砂岩頁岩互層

及び頁岩

古生代 水無川変成岩 Mi 千枚岩

統一凡例

西山階 Ka

Sy

牛ヶ首層

川口層

Ku

Kl

Aa

As

上部寺泊階 Hc

Hv

Tv

椎谷階 荒谷(あらや)層

Nd

Sm

七谷階

N

大倉層 Jt

Jo

Tr

津川階 八海山層 Jk

G

中生代 岩脈 QP1

J

奥利根層群

Gb 斑れい岩など

花崗岩類

地質時代 岩質

完新世 河道及び 礫・砂及び

後背湿地 シルト

Ｈ 堆積物

自然堤防堆積物 al 礫及び砂

崖錐堆積物 d 岩屑・礫及び砂

扇状地堆積物 f 礫及び砂

最低位 礫・砂及び

段丘堆積物 シルト

後期更新世 信濃川ローム層 * 火山灰

古期崩積及び 岩屑及び

Ｑ3 地すべり堆積物 崩積土

低位 低位II 礫・砂及び

段丘堆積物 段丘堆積物 シルト

低位I 礫・砂及び

段丘堆積物 シルト

中期更新世 中位 中位II 礫・砂及び

段丘堆積物 段丘堆積物 シルト

Ｑ2 中位I 礫・砂及び

段丘堆積物 シルト

高位 高位II 礫・砂及び

段丘堆積物 段丘堆積物 シルト

高位I 礫・砂及び

段丘堆積物 シルト

枡形山溶岩 安山岩 Ma 安山岩溶岩

御山層及び 礫・砂

西層 及び泥

前期更新世 魚沼層及び 砂質シルト

｜ 灰爪層 及び砂シルト細互層

後期鮮新世 火山灰鍵層 30 流紋岩凝灰岩

Ｎ3-Ｑ1 海成シルト砂相 Ue 海成シルト及び砂

砂シルト相 Ud シルト・砂及び礫

礫シルト相 Uc 礫・シルト及び砂

巨礫相 Ub 巨礫

砂礫相 Ua 礫及び砂

後期鮮新世 和南津 W 砂岩

(わなづ)層 Wv 安山岩・火山角礫岩

Ｎ3 砂質シルト岩及び

砂岩シルト岩細互層

Sv 安山岩・火山角礫岩

鮮新世 流紋岩 R 流紋岩

｜ 石英閃緑 石英閃緑

後期中新世 ひん岩 ひん岩

Ｎ3 安山岩 An 安山岩

石英斑岩 石英斑岩

など （ドレライト・

ひん岩を伴う）

氾濫原堆積物 a

tk

c

tl2

tl1

tm2

tm1

th2

th1

Oy

灰爪層 Hz

貫入岩類

西山階

白岩層 S

Qp

QP2

統一凡例

図 8.4(b) 地質図（小千谷）の凡例 2) 
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見附市本町 

図 8.5 被災調査地点近傍における 
ボーリング柱状図（その１）1) 

見附市月見台 

（見附市本町の N値については不明）
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長岡市高畑町 

川口町西倉 

長岡市中沢町 

図 8.5 被災調査地点近傍における 
ボーリング柱状図（その２）1) 
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(2) 基礎の概要 

 基礎に構造的な被害が生じたり、不同沈下や傾斜が発生した建築物の多くは、木造等の

戸建住宅である。被災地域における戸建住宅の基礎形式としては、束立て、ろうそく基礎、

ブロック基礎、無筋コンクリート基礎など、古いタイプの基礎形式も少なくない。川口町

役場付近で基礎に被害が生じた住宅の多くは、このような基礎形式である（写真 8.1）。 

建物外周をブロックや無筋コンクリートの布基礎とし、内部の床下部分には高さ 0.8～

1.8m 程度の収容スペースを設け、柱の下には高い束を設けたり、ろうそく基礎を採用して

いる場合も数多く認められた。ろうそく基礎とは、地盤を掘削して柱状の切り石や杭（蝋

燭石という）を設置し周辺を割栗などで充填する伝統的な基礎形式のことをいうが、大き

な束など用いる基礎を意味する一般的な呼称として用いられることもある。 

束や支柱には、断面が矩形のコンクリートや既製コンクリート製品であるヒューム管も

しくは鉄筋コンクリート杭（径 200～300mm）や木が用いられているだけでなく、単に通常

のブロック塀に利用するようなコンクリートブロックを縦に積み重ねたものもある。1m 以

上の壁状のブロックで土台を支えていた場合もあった。束等の設置に関して、居住者へ聞

き取り調査したところ、住宅建設時には極一部であったが、安全のため居住者自ら追加し

て設置している場合も少なくないようである。 

また、被災地域での最近の戸建住宅の基礎は、積雪などの関係から 1 階を駐車場や倉庫

代わりとした高床式の鉄筋コンクリート造の基礎としている場合も多いようである（写真

8.2）。 

戸建住宅以外の一般建築物に関しては、中低層の鉄筋コンクリート造の公共建築物や共

同住宅などがあり、このような場合は杭基礎を採用している場合もあると考えられるが、

建設年度が古いものも少なくないため、杭の耐震設計がなされていないケースも多いと考

えられる。なお、杭の耐震設計が一般になされるようになったのは、基礎の一次設計の通

達が出された 1984 年以降である。 
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写真 8.2 被災地域に多い高床式の鉄筋コンクリート造の基礎 
 

      (a)ブロック基礎                (b)束基礎 

(c)床下の高い支柱･束（ろうそく基礎と呼ぶこともある）  (d)無筋コンクリート 
写真 8.1 被災地における古い住宅の基礎形式 

（建物外周にブロック基礎を設置し、内部に高い束など設けていることが多い） 
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8.2 被害概要 

8.2.1 宅地地盤の被害概要 

新潟県中越地震では、斜面地における地すべりや崖くずれが多発し、宅地及び宅地上の

住宅に被害が生じている。国土地理院のまとめた地すべりや斜面崩壊等の土砂崩れ・土石

流の分布状況（2004 年 10 月 29 日現在）3)を図 8.6 に示したが、地盤に関連した被害が広

範囲にわたって発生していることがわかる。 

 

図 8.6 地すべり、崩壊分布図 3) 
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 写真 8.3 に宅地地盤の被害の一例を示すが、斜面崩壊に伴う地割れが宅地内や住宅にま

で到達して住宅が引き裂かれたケースや建物直下の地盤が崩れかけているケースなども少

なくない。被害の原因としては、過大な地震動、土壌雨量の影響なども考えられる。 

 
 
 
 

地盤変位約 1.5m 
地震により離間した例 

写真 8.3 宅地地盤の被害（地すべり、崖くずれ、地割れなどのよる被害） 
上から 3 段目の写真は、緩斜面での地盤変動によって幅約 1.5m 程度の横ずれと約 1m 程度の地盤の沈みこみが生じ（左

側写真）、上部構造が崩壊した例（右側写真） 
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8.2.2 基礎の被害概要 

 基礎の被害は、戸建住宅などの小規模建築物の沈下・傾斜と基礎の破壊が主である。ま

た、それらの被害の多くは、現在の一般的な鉄筋コンクリート造ではない、束基礎やブロ

ック基礎、無筋コンクリート造において生じた（写真 8.4）。 

古い住宅では、基礎が建物外周のみに設置し、内部に高い束や支柱を配置している場合

も少なくないが、この高い束が倒れて床が大きく落ち込んでいる場合もあった。高床式の

鉄筋コンクリート造の基礎を設置している住宅では、基礎の剛性が大きいため、基礎が破

壊している例は、地すべりなどの地盤災害などを除くと、今回調査した範囲では認められ

なかった。比較的最近に建設された一体の鉄筋コンクリート造の基礎に関しては、コーナ

ー部のコンクリートに被害が生じていた例がいくつか認められた。かぶり厚不足と見られ

るものや鉄筋の継手部における被害もあった。これらの被害に関しては、コンクリート中

に埋め込んだアンカーボルトに作用する引抜き力や水平力（せん断力）が原因と考えられ

る。 

 

 

写真 8.4   戸建住宅の基礎の被害状況 
上段：ブロック基礎、束基礎、 中段・下段：鉄筋コンクリートの基礎 
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8.2.3 被災宅地の危険度判定 

(1) 被災宅地の危険度判定結果概要 

宅地の被害に関しては、国土交通省都市・整備局都市計画課の指導のもとで宅地の危険

度判定がなされ、（独）建築研究所もこの危険度判定に協力し、判定等の指導を行った。表

8.1 に、被災宅地危険度判定結果の概要を示す。被災宅地危険度判定の調査宅地は、全体

で 3,330 宅地であり、このうち危険が 515 宅地（15%）、要注意が 355 宅地（11%）となって

いる（2004 年 12 月 2 日現在）。この判定は、調査対象を擁壁と宅盤（宅地地盤、のり面・

自然斜面）に分けて扱っているところに特徴がある。なお、危険度判定に用いた調査シー

トを付録 8.2 に示している。 

被災宅地の危険度判定における調査対象や評価区分の概要を表 8.2 に示す。調査シート

には表中の被害毎に評価方法が細かく示されており、それぞれの評価項目ごとに点数で評

価して、累加した総点数で総合的な評価をすることにしている 4)。最終的な評価として小

被害（1～3 点、当面は防災上問題なし）、中被害（4～6 点、制限付き立入）、大被害（8

～10 点、危険・立入禁止など）に分けられる。なお、宅地の被災状況は、建築物の場合と

異なり、当該宅地上の擁壁だけでなく、周辺の地形や地割れ、段差等も重要な情報である

ことから被災状況のスケッチを併せて行うことになっている。なお、写真 8.5 には、宅地

の危険度判定結果の例を示しているが、被害の概要や判定の理由等（例えば、裏山の崖く

ずれ、地割れ、擁壁の崩壊など）が簡潔に記載されている。 

 

表 8.1 被災宅地危険度判定結果 

＊１．2004 年 12 月 2 日現在、新潟県のまとめ。 

 

計

1 長岡市 1599 94 6% 75 5% 1430 89%

2 小千谷市 226 134 59% 58 26% 34 15%

3 十日町市 405 24 6% 12 3% 369 91%

4 見附市 152 20 13% 5 3% 127 84%

5 旧三島町 22 18 82% 1 5% 3 14%

6 川口町 392 99 25% 94 24% 199 51%

7 旧堀之内町 63 23 37% 12 19% 28 44%

8 旧小出町 72 11 15% 19 26% 42 58%

9 刈羽村 56 7 13% 19 34% 30 54%

10 西山町 26 5 19% 3 12% 18 69%

11 旧守門村 164 27 16% 22 13% 115 70%

12 旧越路町 126 43 34% 23 18% 60 48%

13 旧入広瀬村 10 4 40% 4 40% 2 20%

14 旧小国町 17 6 35% 8 47% 3 18%

3330 515 15% 355 11% 2460 74%合計

危険（赤） 要注意（黄） 調査済（青）
判定実施市町村

被災宅地危険度判定件数
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区分 擁 壁 宅地地盤 のり面・自然斜面 
クラック クラック クラック 
水平移動 陥没 ハラミ 
不同沈下 沈下 盤ぶくれ 
目地の開き 段差 ガリ―侵食 
ハラミ 隆起 滑落 
傾斜 － 崩壊 
倒壊 － のり面保護工変状 

擁壁の折損 － 排水施設の変状 
崩壊 － － 

張出し床板付擁壁の支柱の損傷 － － 
空石積擁壁の崩壊・崩落 － － 

 
評 
価 
対 
象 
・ 
評 
価 
項 
目 
 

排水施設の変状 － － 

写真 8.5  被災宅地の危険度判定結果の例 
(右写真：建築物(左)と宅地(右)の両方の危険度判定の結果が張られている場合もある） 

表 8.2 宅地の危険度判定における評価対象と評価項目 
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 図 8.7 に表 8.1 の被災宅地の危険度判定結果を円グラフとして示した。長岡市では、危

険度判定で調査された被災宅地は多いが、「危険」または「要注意」と判断されたものの割

合は少ない。小千谷市、川口町、旧越路町などでは、調査された被災宅地は少ないものの、

「危険」または「要注意」と判断されたものの割合が過半数を超えており、特に小千谷市

でその割合が大きい。比較のため図 8.8 に建築物の応急危険度判定結果を同様に示すが、

小千谷市では、建築物の応急危険度判定結果で「危険」または「要注意」と判断されたも

のの割合が過半数を超えておらず、宅地被害の割合が際だっている。 

 

図 8.7 被災宅地の危険度判定結果  

図 8.8 建築物の応急危険度判定結果 

図中の市町村名は、 

2004 年 11 月 1 日現在の市町村名

図中の市町村名は、 

2004 年 11 月 1 日現在の市町村名
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被災宅地の危険度判定の調査対象となった 3,330 宅地は、地すべりや崖くずれなど比較

的規模の大きい地盤災害が生じた地域・集落や被災地における規模の大きい団地が多いと

考えられるが、それ以外の地域でも液状化や個々の宅地地盤の被害が数多く認められてい

る。 
液状化に関しては、柏崎市・刈羽村周辺のほか、見附市南本町付近、長岡市（長岡ニュ

ータウンほか）などでも発生している。見附市南本町周辺は、地震直前（2004 年 7 月）の

水害を受けた地域でもあり、水害に加えて今回の液状化被害を受けた住宅もある。なお、

液状化被害は、飽和した砂層が厚く堆積している自然地盤だけでなく、地下埋設物のため

の埋め戻し部分など局部的に緩い砂が存在している地点でも発生しており、マンホール等

の浮き上がりが随所に認められている（写真 8.6）。 

そのほか、長岡市周辺など、個々の宅地や比較的規模の小さい数棟の造成宅地でも、敷

地及び擁壁の変状に伴って住宅の沈下障害などが数多く発生している。 
 

写真 8.6  液状化によるマンホールの浮き上がり 
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(2) 被災宅地の危険度判定による被害概要 5) 

被災宅地の危険度判定における宅地擁壁の被害形態と件数の頻度分布を図 8.9 に示す。

このグラフでは、調査票１部（１被災箇所）について被害形態を重複して合計した数値で

示している。被害形態として、クラック、不同沈下・目地の開き、傾斜・倒壊が多く見ら

れている。図 8.10 に宅地擁壁被害の内訳を示す。被害総件数は 457 件で、練積造擁壁が

36%、空石積造擁壁が 20%、コンクリート系擁壁が 34%となっている。この３種類で全体の

約 90%を占めている。練積造擁壁、空石積造擁壁、コンクリート系擁壁の内訳詳細を図 8.11

に示した。練積造擁壁ではコンクリートブロックが、空石積造擁壁では玉石積みが多く、

コンクリート系擁壁では、L（逆 T）型、現場打ち、重力式で 70%程度となっている。 

 図 8.12 に宅地地盤の被害形態と件数の頻度分布を示す。宅地地盤では、クラックによる

被害が最も多く、次いで沈下、段差による被害が多い。図 8.13 に宅地のり面及び自然斜面

における被害状況と件数の頻度分布を示す。のり面及び自然斜面の被害では、滑落・崩落

による被害が最も多く、次いでクラックによる被害が多い。 
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図 8.9 宅地擁壁の被害と件数 
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図 8.10 宅地被害擁壁の内訳 
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図 8.12 宅地地盤の被害と件数 
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図 8.13 のり面・自然斜面の被害と件数

図 8.11 被害擁壁種類別内訳詳細
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(3) 小千谷市における被災宅地の危険度判定調査結果 5) 

小千谷市では、今回の被災宅地の危険度判定調査において 101 件（101 の被災箇所）の

被害が報告されている。宅地擁壁被害が 76 件、宅地地盤の被害が 11 件、のり面及び自然

斜面の被害が 37 件である。調査範囲で被害が報告された地域を図 8.14 に示した。被害地

域は、市街地区域内と丘陵、山地との境界部分の大きく２つに分けられる。 

小千谷市における宅地被害擁壁 76 件の内訳を図 8.15 に示す。練積造擁壁が 41%、空石

積造擁壁が 26%、コンクリート系擁壁が 16%である。図 8.16 には、小千谷市における宅地

擁壁の被害程度 5)を示した。被害程度大の割合が 50%と被害の大きい所が多いことが分か

る。図 8.17 に、被害程度大の宅地被害擁壁の内訳を示したが、練積造擁壁が 53%を占めて

いる。図 8.18 に宅地地盤の被害程度、図 8.19 にのり面及び自然斜面の被害程度の割合を

それぞれ示した。被害程度中以上の割合が両者とも 70%と大きいことが分かる。 

小千谷市における土質図の一例としてK-NET小千谷（NIG019）の観測地点の場合を図8.20

に示す。表層を除いて、3m 以深が N 値 50 の礫と岩盤で構成されており、3m 以深では十分

な支持力を有する地層と考えられる。図 8.14 に示した地域の地すべり地形分布図画像 6)

を図 8.21 に、地形分類図 7)を図 8.22 に示した。丘陵、山地との境界部分の被害地域は、

地すべり地形分布と良く対応している。また、市街地区域内での被害地域は、段丘崖、低

地、低地と台地との境界部に対応しており、小千谷市における宅地被害は地形が大きく影

響しているものと考えられる。 

 

41%

26%

16%
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11% 0%
練積造擁壁

空石積造擁壁

ｺﾝｸﾘｰﾄ系擁壁

増積み擁壁

二段擁壁

張出し床版付
擁壁

16%

34%

50%

小

中

大

図 8.15 宅地被害擁壁の内訳

（小千谷市） 

図 8.16 宅地擁壁の被害程度

（小千谷市） 

図 8.14 被害地域（小千谷市） 

K-NET 小 千 谷

1km0 

国土地理院数値地図 25000(地図画像)高田(平成 15年 11月
1日発行)の「小千谷」を使用 
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図 8.17 宅地被害擁壁の内訳

（被害大、小千谷市） 
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図 8.18 宅地地盤の被害程度 
（小千谷市） 

30%

42%
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小

中
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図 8.19 のり面及び自然斜面

の被害程度（小千谷市） 
図 8.20 K-NET 小千谷

（NIG019）の土質図 
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図 8.21 地すべり地形分布図画像（小千谷市）6) 

図 8.22 地形分類図（小千谷市）7) 

1km0
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(4)建築物の応急危険度判定結果との関連 

 被災宅地の危険度判定結果と建築物の応急危険度判定結果の関連を両者の対応が確認で

きた小千谷市と旧越路町の木造建築物 92 棟について検討を試みた。検討結果については、

4.2.5(4)被災宅地の応急危険度判定との関連の項を参照のこと。 

 

8.3 被害の特徴 

 ここでは、調査地区ごとの調査結果と被害の特徴を示す。 
1. 長岡市（悠久町、西片貝町、中沢町、高町） 

2. 見附市南本町 

3. 川口町（中央部、西倉地区） 

4. 十日町市（新座地区） 

5. その他（柏崎市、刈羽村他） 

 

8.3.1 被害調査結果 

 (1) 長岡市悠久町 

 長岡市悠久町は、悠久山（丘陵）を中心に広がる住宅地である。ここでは 8.2.1 項でも

指摘したような比較的規模の大きい盛土部分の地すべりに起因する被害が生じていた。緩

斜面を切盛造成したような宅地が多く、大規模な地すべりなどが生じた周辺の高町団地や

鶴が丘団地とは異なる地形であったが、沢を埋立て造成した宅地において、上段の数棟が

下段側に一気に沈み込み、同時に下段の住宅が水平及び上方に押し上げられて大破してい

た。 

被害の概略を図 8.23 に示す。下段側の道路は特に水平方向の変状が認められず、下段

の宅地は上段からの地盤変動が道路によって堰き止められた形で上部に盛り上がった状況

であった。斜面の頂部に現在も残る水路を中心に基礎の立上り部分のひび割れ・破壊や上

部構造のずれ、傾斜等の被害が多く認められた。 

写真 8.7 は、斜面上部の住宅の被害状況であるが、水平方向に約 1.5m、鉛直方向に約

0.5m の地盤変位が生じて住宅が落ち込み、斜面下方側の裏庭のコンクリート擁壁が 50cm

以上大きく裂かれて、土砂が下方に押し出されていた。 

図 8.24、写真 8.8、写真 8.9 は、斜面下方の住宅等の被害状況であるが、地すべり等に

ともなって下方の住宅が押し上げられ、布基礎（無筋もしくは鉄筋量の少ない有筋）が 50cm

以上大きくゆがみ、数カ所で圧壊していた。 

斜面の頂部には古くからの農道及び水路が存在しているが、これらに移動その他の変状

は見られず、被害の原因としては盛土部分の安定性にあると考えられる。なお、現地調査

の結果から、被災住宅の近傍における水平方向の地盤変位は最大約 1.5m で、局部的に 1m

程度地盤が沈み込んでいた。 

また、聞き取り調査から特に被害の大きな部分に接近する形で斜面上の住宅が建設され

たようであり、斜面全体としての安定性が十分でなかったと考えられる。 

当該地域は、過去には沢地や谷であったことが確認されており、このような斜面地での
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住宅及び宅地擁壁の建設に際しては、当該宅地だけでなく敷地周辺の荷重・外力の変化に

ついても適切に考慮することが重要と考えられる。 

 図 8.25 に被災宅地周囲のスウェーデン式サウンディング試験結果を示す。斜面上面側の

結果を図中左に、斜面下面側の結果の図中右に示した。調査地点により差異が見られるが、

4ｍ以浅で N 値 4 程度と緩い層構成と考えられる。 
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図 8.24 斜面被害の概要 

写真 8.7 斜面上部の住宅（Ａ邸）の被害状況 
左：住宅周辺の地盤変位、中：住宅の被害状況、右：斜面下方側にある裏庭の擁壁の破壊 

1.5m 
0.5m 

写真 8.8 斜面下部の住宅（Ｂ邸）の被害状況 下段左：布基礎の圧壊 
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図 8.25 スウェーデン式サウンディング試験結果（悠久町） 

写真 8.9 周囲建築物（Ｃ邸）の沈下被害の例 
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(2) 長岡市西片貝町 

長岡市西片貝町の学校の敷地に地盤被害が生じており、調査を行った。敷地南側には擁

壁があり、円弧滑りと思われる滑り出しで広い範囲で地盤の沈下が生じていた。そのため、

擁壁上部に位置するグラウンドの土を移動させることで荷重の低減を図る工事が行われて

いた。校舎には傾斜等の被害が生じていた。写真 8.10（右側）は校舎に付属する鉄筋コン

クリート造の階段であり、校舎との間に水平方向 1.5m、鉛直方向 1m 程度の隙間を生じて

いた。それ以外にも擁壁の下方の教員用宿舎の傾斜が大きく、現在は使用していないとの

ことであった。また、入り口付近の小規模の鉄筋コンクリート造建築物（警備員詰め所）

で地盤変状による傾斜被害（道路方向 1/14、擁壁方向 1/12.5 程度）が生じていた（写真

8.11）。 

悠久町及び西片貝町の土地条件図による地形分類 7)を図 8.26 に、都市圏活断層図 8)を図

8.27 に示す。扇状地、低位の台地・段丘、盛土地形が混在するとともに、北東方向に悠久

山断層が通過しており、不連続な地質構造と推定される。この地域は、平野部との境界部

分でもあり、複雑な地形、地質構造が宅地被害に影響を与えたとも考えられる。 

 

 

   
写真 8.10 校舎周辺の地盤の移動 

 

   
(a) 教員用官舎             (b) 警備員詰め所 

写真 8.11 地盤の変位・移動に伴う建築物の傾斜 

約 1.5m 

約 1m 

（←上）約 50cm 
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図 8.27 都市圏活断層図（長岡地区）8) 

図 8.26 土地条件図による地形分類 
（悠久町、西片貝町）7) 

0 500m

1km0

活断層 

最近数十万年間に、概ね 1000年から数万年の周期で繰り返し
動いてきた跡が地形に現れ、今後も活動を繰り返すと考えら

れる断層。明瞭な地形的証拠から位置が特定できるもの 

活断層(位置や
や不明確）  

活断層のうち、活動の痕跡が侵食や人工的な要因等によって

改変されているためにその位置が明確には特定できないもの

活断層 ( 活撓
曲） 

活断層のうち、変位が軟らかい地層内で拡散し、地表には段

差ではなくたわみとして現れたもの。たわみの範囲及び傾斜

方向を示す 

活断層（伏在

部）  

活断層のうち、最新の活動時以後の地層で覆われ、変位を示

す地形が直接現れていない部分 

横ずれ 
 
活断層の相対的な水平方向の変位を向きで矢印で表す 

縦ずれ 
 

活断層の上下方向の変位の向き、相対的に低下している側に

短線を付す 
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(3) 長岡市 

 Ｄ建物（2 階建て、5 間×7 間程度）では、1 階床面の中央が地盤の隆起等によって持ち

上げられひび割れたため、床の補修工事がなされていた（写真 8.12）。床面の隆起高さは、

7cm から 10cm であった。居住者に聞き取り調査したところ、当該建物は建物外周に設置さ

れた杭で支持されていたため外周部は隆起の影響を受けず、建物内部のみが持ち上げられ

たとのことであった。１階の柱にも傾斜は見られず、基本的に上部構造の躯体はほぼ無被

害と考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ブロック塀 

写真 8.12  Ｄ建物の被害状況 

(c) 床下の地盤面の地割れ (d) １階床面の隆起状況 

(a) 建物概要 (b) 建物周辺の地盤変状 
ブロック塀が大きく傾き、取り壊されている
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(4) 長岡市柿町 

ほぼ平坦な敷地に建つ、建築面積 60m2前後の木造 2 階建て住宅に 15cm 以上の不同沈下

が発生していた。敷地の状況から見て農地を転用した宅地である。周囲の状況からみて、

地すべりや液状化の発生は認められなかった。現地での聞き取り調査の結果を以下に示す。 

基礎伏せ図などを図 8.28 に示す。基礎形式は、高さ 1.7m 程度の高床式の布基礎である。

沈下対策としての地盤改良は特に採用されていなかった。 

最大不同沈下量は最大約 150mm、最大傾斜角は約 8/1000 である。なお、基礎自体の構造

的な損傷はほとんど認められなかった。 

敷地 4 ケ所で実施されたスウェーデン式サウンディング試験の結果から判断すると、調

査地点 3 ケ所で表面から 2m までの範囲に 500N 以下の自沈層が 1m 前後存在しており、表層

付近が軟弱地盤であるため沈下障害は発生したと考えられる。 

当該住宅は、写真 8.13 に示すように既に沈下修正工事がなされており、柱直下の土間

コンクリートを切り取って、布基礎の下に長さ 70cm 程度の鋼管を継ぎ足しながら建物荷重

を反力として順次押し込んでいく鋼管圧入工法（アンダーピニング）による沈下修正工事

がなされていた。 
 
 

約9m

約6m

自沈層地表から2mまでに概ね
500N以下の自沈層が約1m

図 8.28 不同沈下が生じた住宅の基礎及び地盤の概要 

写真 8.13 鋼管圧入工法による沈下修正工事 

左：基礎下に鋼管を設置するために、部分的に切り取られた当該住宅の土間コンクリート 
右：アンダーピニングのために継ぎ足しながら圧入される鋼管（長さ約 70cm） 
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(5) 長岡市高町 

 長岡市高町（高町団地）の被害については、8.3.2広域地盤災害の項を参照のこと。 
 
(6) 見附市南本町 

 見附市南本町の被害については、8.3.3液状化の被害の項を参照のこと。 
 
(7) 川口町役場周辺 

 無筋コンクリート造あるいは無筋コンクリートブロックを用いた基礎の被害事例が多く

見られた。昭和 39 年に建設された木造 2 階の建築物（Ｅ邸）の基礎が大破していた（写真

8.14）。基礎外周はブロック積（地上 2・3 段）であり、内部は高さ 1m 弱の木やコンクリー

トの支柱（束）で支えられていた。このような基礎をろうそく基礎と称することもあるが、

この種の古い木造住宅は川口町では数多く認められた。また、この住宅と道路を挟んだ向

い側にも同様な木造住宅（Ｆ邸）があったが、同様にブロック基礎が破壊して住宅が崩壊

寸前の状態であった（写真 8.15）。地下は倉庫状の空間（高さ約 1.4m）となっており、内

部には 10 本の支柱が設けられていた。両方の住宅とも、住宅の土台から上が最大 30cm 程

度ずれたため、これらの支柱が大きく傾いており危険な状態であった。 

そのほか、ブロック基礎の上部の土台が基礎と大きくずれた場合や無筋コンクリートの

基礎の被害も数多く認められた（写真 8.16）。 

 全体的には建物内部の壁や梁の配置が不適切で、ブロック基礎を採用している建物ほど

基礎の被害が顕著で土台から上の建物が大きく傾斜・破損していることがわかった。ただ

し、平家建てで軽微な倉庫のような場合には被害が少ないものも認められた。居住者から

聞き取り調査したところ、周辺一帯には国道沿いの水田を埋めたて造成した宅地が多いこ

とがわかった。無筋の基礎は傾斜・沈下に対しても極めて脆弱であり、被害が拡大したこ

とが予想される。 
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(a) 全景（赤紙）    (b) 基礎被害（外周ＣＢ）    (c) 基礎被害（内部） 
写真 8.14 Ｅ邸被害状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 全景             (b) 基礎被害 
写真 8.15 Ｆ邸被害状況 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 基礎と上部構造とのずれ    (b) 無筋コンクリート基礎の破損 
写真 8.16 その他の被害 
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(8) 川口町西倉地区 

 西倉地区は高速道路（関越自動車道）の高架の足元に位置する小集落である。背面に

は擁壁、前面には河川を有し、道路面から下り勾配の緩やかな斜面上（道路際は急勾配

の場合もある）に位置しており、道路や斜面の陥没や沈み込みに伴って全体的または部

分的に横に押し出された状況にあると判断される。なお、宅地の危険度判定において、

危険または要注意と判断された宅地が 10 棟程度存在していた。 

 これらの地区における代表的な被害例としては、写真 8.17 のような道路際の構造物を

支える L 型プレキャスト擁壁の転倒や沈下等の移動とそれに伴う基礎等の部分的な沈下

や損傷、写真 8.18（左側）のような高さ 1m 程度の石積み擁壁（上部 50cm が石、下部が

無筋コンクリート）の部分的な崩壊による建物の傾斜があげられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真 8.17  プレキャスト擁壁の移動とそれに伴う被害 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真 8.18  石積み擁壁・土留めや基礎の被害 
左：居住者自身が崩れた石を積み直し応急処理を施した例 

 
 上記のほか、河川敷の畑に面する建築物で、擁壁で支えられた宅地上の横ずれ・移動

に伴う住宅の崩壊などが認められた。写真 8.19 は被害住宅で、外周は高さ 1.3m、幅 12cm

の鉄筋コンクリート造の高基礎であったが、地盤の移動方向に平行な基礎が両端ともサ

ッシ等で分離され、一体性が損なわれている箇所で 30cm 程度ずれが生じており、このず

れによって上部構造が大きくゆがんでいた（写真 8.20、図 8.28 参照）。なお、この住宅

の内部には、ヒューム管や木が支柱や束として多数配されていたが､大きく傾いているこ

とが確認できた。 
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写真 8.19   被害住宅（外観）及び１階床面に生じたずれ（約 15cm） 

 

  
写真 8.20  高基礎の全高にわたり設けられたサッシ及び周辺の段差 

 

基礎  サッシ 
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RC高基礎

木造はり・束

出入り口、
開口サッシで分断

20～30cm移動  
図 8.29 基礎（高基礎）被害の概要 

 
(9) 十日町市新座地区 

 十日町市新座地区では、増し積みやそれに相当する建築物の建設に起因すると見られ

る擁壁の被害、コーナー部を中心とした擁壁のはらみ出し等の被害が散見された。これ

は他の地区でも同様であり、過去の大地震における傾向とも同様である。当該地区以外

についても一般に古い宅地擁壁は多くの場合、建築確認の対象とはされておらず、耐震

性能を含めた構造安全性の確認が行われていない状況にあると考えられる。 

 Ｇ邸では擁壁の被害にともない敷地地盤の流動・沈下が認められた（写真 8.21）。当

該建築物は約 2m の鉄筋コンクリート造の高基礎を有する形式であり上部構造の被害は

軽微と思われるが、１度程度の傾斜が発生していた。また、隣接する住宅では擁壁側の

基礎（無筋）立上り部分の破壊が見られた。擁壁の被害は、敷地地盤以外に擁壁下部の

道路や建築物に与える影響が大きく、それによって宅地の危険度判定において危険とさ

れた住宅が多かった（図 8.30、写真 8.22）。 
 
 

    

     (a) 擁壁被害      (b) 高基礎部ひび割れ   (c) 沈下（約 2cm）状況 
写真 8.21  Ｇ邸被害状況 

 
 

4cm 

6cm 
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図 8.30 擁壁の崩壊に伴う危険の例 

 

   
写真 8.22  増積み擁壁等の被害 

 

①落石・土砂等による危険 

②沈下・傾斜による障害 
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(10) その他 (柏崎市、刈羽村他) 

 柏崎市、刈羽村では液状化等により被災した住宅の被害が見られた。写真 8.23 に刈羽

村での被害例を、写真 8.24 に柏崎市での被害例を示す。刈羽村では、液状化により大き

く傾いた鉄骨造 3 階の建築物（築約 27 年）が認められ、最大 30cm の不同沈下が発生し

ていた（写真 8.23 左上）。なお、この建物は、2005 年 3 月の時点では、既に取り壊され

ていた。 

柏崎市においては、築約 25 年程度経過した木造住宅が 1/20 以上傾斜し、無筋と考え

られる基礎が破壊していた（写真 8.24）。 

 

  

 

約 30cm不同沈下が生じた建築物 

1/20以上傾斜した建物 

写真 8.24  液状化等による建築物の被害（柏崎市） 

 

1/20以上傾斜して大破した布基礎（柏崎市） 

写真 8.23  液状化等による建築物の被害（刈羽村） 

約 30cm不同沈下が生じた建物周囲の噴砂
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写真 8.23 左上の建物のごく周囲に、数年前に建設された木造２階建ての釣り合いのよ

い住宅（写真 8.25）があったが、沈下障害は認められなかった。聞き取り調査によると、

直径 60cm、長さ約 6m の深層混合処理工法によるコラムが約 1.8m 間隔で施工されるとと

もに、コラム先端は地耐力約 100kN/m2の支持層に根入れされており、支持杭的に設計施

工した地盤改良が液状化に対しても有効であることがわかった。 

 
刈羽村で実施したスウェーデン式サウンディング試験結果を図 8.31 に示す。写真 8.23

左上の不同沈下建物近傍地点の結果を左に、写真 8.23 下の傾斜建物敷地内の結果を右に

示した。実施した地表から 6m までは換算 N 値３程度の緩い層構成となっている。同様に

写真 8.24 の柏崎市被災住宅近傍で実施したスウェーデン式サウンディング試験結果を

図 8.32 に示す。刈羽村の結果と同様に地表から 5m までは換算 N 値３程度の緩い層構成

となっている。また、水位は、G.L.-0.65m と非常に高い位置にあり、地震時には、液状

化しやすい条件であったと考えられる。 

 

 

写真 8.25 液状化の発生地域で沈下障

害が認められなかった住宅

の例 
 
軟弱地盤対策として、深層混合処理工

法のコラム（径 60cm、長さ約 6m）を約

1.8m 間隔で設置していたためか、沈下

障害は生じなかった。聞き取り調査に

よると、コラムの先端は地耐力約

100kN/m2 の地盤に根入れされているよ

うである。 
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今回の地震では､沿岸部の柏崎市や刈羽村のほか､内陸の低地や丘陵地（長岡市など）

でも液状化による被害が発生していた。液状化に伴って地盤が局部的に隆起し、土間コ

ンクリートなどが破壊して大きく傾斜した住宅も認められた（写真 8.26）。 
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図 8.31 スウェーデン式サウンディング試験結果（刈羽村） 

図 8.32 スウェーデン式サウンディング試験結果（柏崎市） 

不同沈下建物近傍 

被災住宅近傍（孔内水位 G.L.-0.65m） 
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傾斜建物敷地内 

写真 8.26 液状化による地盤の隆起と宅地内の地割れ（長岡市） 

390



図 8.33 に刈羽村の過去の地震における液状化履歴を示した 9)。また、図 8.34 に刈羽

村の被災宅地の危険度判定において「危険」または「要注意」と判定された地域と、現

地被害調査で液状化による被害が確認された地域を示した。今回の地震において液状化

による被害が確認された地域は、1964 年の新潟地震で液状化が確認された地域とほぼ同

じ地域であり、地震により再液状化したものと考えられる。また、被災宅地の危険度判

定において「危険」または「要注意」と判定された地域も液状化被害地域に近接してお

り、液状化による影響が大きいと考えられる。 

 

 

図 8.33  液状化履歴 9)（刈羽村） 

図 8.34 刈羽村での被害地域 

図中△35 は、参

考文献 9）におけ

る地震名 112 新

潟地震(1964)の

液状化地点名刈

羽村刈羽駅を示

す。 

国土地理院 25000数値地図に加筆 

液状化確認地域 

「危険」「要注意」判定地域 

1km 0

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡(平成 15年 11月 1日発行)の「西山」を使用 
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8.3.2 広域地盤災害 

長岡市の高町団地及び悠久町では、地すべりなどの比較的規模の大きい地盤災害が生じ

た。ここでは、これらの地域における被害の特徴を示す。 
 写真 8.27 に高町団地の被害状況を、図 8.35 に被害概要を示す 10)。大きな崩壊が５カ所

見られる。図 8.36 に高町団地の土地条件図による地形分類を示す 7)。団地南西部高町 4 丁

目の 3 カ所の崩壊部は、土地条件図の谷型緩斜面に対応しており、斜面や谷を埋めた盛土

部やその周辺が崩壊したものと考えられる。団地の外周部の地すべり等が生じた敷地で現

地調査を実施したが、盛土だけでなく起伏のある部分を造成した盛土周辺の地山（あるい

は古い盛土）と思われる部分ですべりが生じたと考えられる地点もあった。地山と盛土と

の区別は、専門家でも見解に相違があることも少なくないので、詳細な調査が今後必要と

思われる。写真 8.28 には団地外周道路より外側に位置する住宅敷地で生じた地盤変状の状

況を示す。なお、古地図などからみた当該地区の変遷を図 8.37 に示す 11)。昭和 59 年（1984

年）に全体造成が完成していることから約 20 年経過したものと考えられる。 

 

図 8.35  高町団地の被害概要 10) 
写真 8.26  高町団地の被害状況 
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図 8.36  土地条件図 7)（高町団地） 

写真 8.27  高町団地外周道路より外側の住宅敷地における地盤変状の例 

0 500m
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現在 昭和 56年頃 

昭和 43年頃 昭和 27年頃 

図 8.37 高町団地地域の変遷 11) 

0 500m0 500m

0 500m0 500m

国土地理院旧版地図二万五千分の一地形図「長岡」「片貝」を使用 
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図 8.38 に団地内で行ったスウェーデン式サウンディング試験結果を示す。団地北部高

町１丁目の外周道路の外側地点と内側地点、高町２丁目の公園の３カ所である。団地の中

心部に近い公園では、換算 N 値の大きい層が地表より 2m 付近に見られる。団地外側に位置

する外周道路付近では、換算 N 値の大きい層は道路内側で地表より 3m 付近に、道路外側で

は地表より 7.5m 付近に見られる。中心部は切土、周辺部は盛土と造成時の影響が現れてい

るものと考えられる。 

 

 

 

図 8.38 スウェーデン式サウンディング試験結果（高町団地） 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0 5 10 15 20

換算N値

深
度
(m
)

高町1丁目
外周道路外

高町1丁目
外周道路内

高町2丁目
公園内

15<

15<

15<

395



8.3.3 液状化の被害 

 今回の地震では、沿岸部の柏崎市や刈羽村のほか、内陸の低地や丘陵地（長岡市など）

でも液状化による被害が発生しているが、ここでは、見附市における液状化被害について

詳しく検討した結果を示す。  

見附市南本町周辺では、液状化現象による被害が顕著であった。当該地区の公園内その

他で大きな噴砂の跡が認められた。公園横の木造住宅では、床下から 20cm 程度一面に砂が

吹き上がって堆積し、約 1 度傾斜していた。この住宅では家具の下に壁側に傾けるよう板

材を敷いていたためか、家具の転倒はなかったようであるが、フスマ等の開閉不良や仕口

のずれなどが生じており、地震前から生じていた基礎のわずかな亀裂が大きく開き、基礎

の内部から砂が建物の外に吹き出していた。また、道路沿いに隣接する 2 棟が互いにもた

れ合うように傾斜している状況も認められた。過去の鳥取西部地震などにおいても液状化

による傾斜は、図 8.39 のように建物荷重による地中の応力が大きい方向、すなわち、隣接

する建物間の中央に向かって沈み込みやすい傾向にある。今回は、約 2 度程度大きく隣棟

側に傾斜していたケースもあったが、隣接する 2 棟の地盤面に高低差（0.8～1m 程度）が

生じており、盛土荷重が偏っていると地中応力の差異が大きくなって液状化地盤上の住宅

に傾斜が生じやすい可能性も考えられる（図 8.40）。 

 また、付近には最近建設された住宅も数多く認められ、住宅建設時にスウェーデン式サ

ウンディング試験による地盤調査がなされていたが、1kN 以下の自沈層を含む軟弱層が存

在しているため、地盤改良や杭を必要とするケースが多く、鋼管を設置しているケースも

数例確認できた。ただし、地盤改良等を採用した住宅においても、10cm 以上の不同沈下が

発生していたケースも認められた。なお、土地の履歴に関して、居住者に聞き取り調査し

た結果、液状化による傾斜等の被害が大きい地区は、旧河道であるとのことであった。 

平成 16 年 7 月の新潟・福島豪雨では、見附地域においても破堤により冠水している。
図 8.41 に冠水地域を示した 12)。市街地対岸の冠水区域は、刈谷田川破堤によるものであ

るが、市街地内にも冠水区域が見られ、周囲より低いため水が集まりやすく、地下水位の

高い地区があることが伺える。 

図 8.42 に見附市中心部の土地条件図 13)による地形分類を示す。自然堤防上に市街地が

形成されるとともに、蛇行していた刈谷田川の旧河道が見られる。南本町は、旧河道沿い

に位置する。 
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図 8.40 液状化による住宅の不同沈下・傾斜と盛土の関係 

図 8.39 液状化による住宅の不同沈下・傾斜の方向（隣棟側に傾斜） 

0 2km 

図 8.41 平成 16 年 7 月新潟・福島豪雨における見附地域の冠水区域 12) 
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図 8.43  スウェーデン式サウンディング試験の調査位置 
下段：試験状況、スクリューに付着した砂、試料採取装置（左：オーガー付きロッドで粒度

試験ができるほどの試料採取が可能。右：ロッドの内部に試料採取用の容器を取り付けたも

ので一度に多くの深度からの採取が可能） 

南児童公園

空地
空地

今回試験位置（★４箇所）

旧
河
道

旧
土
手

図 8.42  土地条件図 13)（見附市）  

土地条件の種類については図8.36に示した凡例を参照のこと。図中に示した太い実線は図8.51

に示した昭和 23 年頃の河道 

スウェーデン式サウンディング実施点 図 8.2 中のボーリング地点 

月見台 

本町

1km 0
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地震後に南本町で実施したスウェーデン式サウンディング試験（図 8.43）の結果の一例

を図 8.44 に示す。地表面から GL-5m 程度までの大半は、ゆるい砂地盤と考えられる。また、

スウェーデン式サウンディング試験の調査孔を利用した調査結果から判断すると、地下水

位は G.L.-1m 前後には存在している可能性が高いと思われる。また、数年前にこの地域に

おいて住宅建設時に実施されたスウェーデン式サウンディング試験の結果を図 8.45 に示

しているが、換算 N 値の比較においては、概ね一致している。なお、地表に噴出した砂の

中には、茶褐色・黄土色だけでなく青灰色の砂が含まれており、スウェーデン式サウンデ

ィング試験に用いるロッドの先端にサンプリング用オーガーを取り付けて調査したところ、

地表の噴砂の中には青灰色の砂が含まれていたが、G.L.-2.5～-3.0m の間からは茶褐色の

砂、G.L.-4.5m～-5.0m の間からは青灰色の砂が採取できた。 

現時点では、当該位置における青灰色の砂の堆積深度の詳細は不明であるが、G.L.-3.0m

以深の青灰色の砂が噴砂となったものと考えられる（写真 8.29）。なお、青灰色の砂は、

採取後数日経過すると酸化して茶褐色になった。 

 
 
 

 
 
 

図 8.45 スウェーデン式サウンディング試験結果 

（見附市南本町、2000 年に実施） 
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図 8.44 見附市南本町のスウェーデン式サウンディング試験の結果 

深さ 試　験　結　果

0～1m Nsw=12-16、砂礫混じり、換算N=約3
1～2m 自沈、無音、換算N=約2
2～3m 自沈、シャリ、スー、換算N=約2
3～4m Nsw=12-40、ジャリジャリ、換算N=約
4～5m Nsw=-60-80、ジャリ・ガリ、換算N=
5～6m Nsw=80、ガリ・ジャリ、換算N=約6
6～7m Nsw=80-180、砂礫混じり、換算N=約
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写真 8.29 液状化による噴砂と地中から採取した試料土（見附市） 

上段：公園の噴砂と公園に隣接する宅地の床下に吹き上げた砂（厚さ 20cm 程度） 

中段：液状化により傾斜した住宅と開閉不良となったドア 
下段：地表の墳砂と地中から採取した砂（調査地付近の墳砂には青灰色の砂が含まれて

いたが、青灰色の砂は G.L.-2.5～3.0m 間には存在せず、G.L.-4.5～5.0m 間の砂が

青灰色であった）。下段左図は，図 8.43 に示したオーガー型サンプリング装置で採

取した試料の状態であり，外表面は引き上げる際に茶褐色の砂が周囲に付着してい

るが，内部はどの位置でも上の写真に示すような青灰色の砂が採取できた。 
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見附市南本町で実施したボーリング調査結果を図 8.46 に示す。また、ボーリング深度

ごとの粒径加積曲線を図 8.47 に示した。G.L.-1.8m までが砂、-1.8m～-4.6m までが粘土ま

じりの砂、-4.6m～-5.9m がシルト質層で構成されている。粒径加積曲線による粒径分布で

は、ボーリング下層部で細粒分（シルト分）が多い傾向にあるが、6m 深度を除いて分布形

状に大きな違いは見られない。粒径分布の 6m 深度を除いて、粒径 0.425mm までの通過質量

百分率は 71～85%、粒径 0.075mm までの通過質量百分率は 15～33%である。図 8.48 にボー

リング調査地点近傍のスウェーデン式サウンディング試験結果を示す。中間部分でやや換

算 N 値が大きくなっているが、深度方向の N 値は、ボーリング調査結果と良く対応してい

る。図 8.49 に見附市の旧自然堤防地点と埋め立てにより造成された地点でのスウェーデン

式サウンディング試験結果を示す。なお、埋め立て地点では、液状化が確認されている。

換算 N 値の分布において、両者に大きな違いは見られない。図 8.50 に見附市における液状

化地点の噴砂試料による粒径加積曲線を示したが、粒径 0.425mm までの通過質量百分率は、

85～99%と均質な砂と言える。 

 建築基礎構造設計指針 14)では、一般的に細粒土分含有率が 35%以下の土、人工造成地盤

で細粒土分含有率が 35%以上の低塑性シルト、液性限界に近い含水比を持ったシルトも液

状化判定の対象とすべき土層としており、見附市の地盤においても液状化の可能性が十分

にあったと言える。 
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図 8.46 見附市南本町のボーリング調査結果 
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図 8.47 ボーリング深度ごとの粒径加積曲線（見附市南本町） 

図 8.48 スウェーデン式サウンディング試験結果（ボーリング孔近く） 

図 8.49 スウェーデン式サウンディング試験結果（見附市） 

図 8.50 噴砂試料による粒径加積曲線（見附市） 
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刈谷田川の変遷（見附市）を図 8.51 に示す 15)。昭和 45 年頃の地形図以降、旧河道の一

部を残して、市街地が南に拡張している。昭和 57 年頃には、旧河道が消えている。南本町

1 丁目付近は、旧河道の埋め立てから 35 年以上、南本町 4 丁目付近は、旧河道の埋め立て

から 23 年以上、それぞれ経過しているものと考えられる。なお、図 8.42 の土地条件図に

は、昭和 23 年頃の河道を太い実線で示しているが、その位置は、土地条件図の旧河道と考

えられる盛土地・埋土地と概ね一致する。 

 

図 8.51  刈谷田川の変遷 15)（見附市）

昭和 23年頃

昭和 45年頃

昭和 57年頃

1km 0

1km 0

1km 0

国土地理院旧版地図二万五千分の一地形図「見附」を使用 
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図 8.52 に見附市及び周辺地域の過去の地震における液状化履歴を示した 9)。1964 年の

新潟地震では、信濃川の両岸を中心に大規模な液状化が確認されている。見附市街では、

1828 年の越後地震で液状化が確認されている。過去の地震における液状化履歴からも見附

市及び周辺地域は、地形、地質的に液状化しやすい条件が整っていると言える。 

 
 

 

図 8.52 液状化履歴 9)（見附市及び周辺地域） 
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8.3.4 宅地と擁壁の被害 

 広域地盤災害は、当該宅地だけでなく周辺の地形や土地の履歴などにも密接に係わって

いる地盤災害であるが、個々の宅地においても擁壁や住宅を支える地盤の沈下等によって

宅地の変状や住宅の沈下障害が発生することがある。 

写真 8.30、写真 8.31 には、個々の宅地の被害状況を示す。擁壁に関しては、地上の塀

としてのブロック塀を擁壁の代替として利用し、ブロック塀が崩壊することによる被害も

数多く認められた。ブロック塀を擁壁がわりに利用しているもののなかには、塀のコーナ

ー部が壁に直交するブロックと鉄筋で接合されておらず、地震時土圧に対する抵抗機能が

ほとんど期待できないようなものが多い。また、ブロック塀を擁壁利用して壁が崩壊した

被害例のなかには、擁壁の背面地盤に大きな庭石などを配していたため過大な地震力が壁

に加わったと思われるケースもあった。また、これまでの地震災害でも数多く認められて

いるが、2 段或いは 3 段の増積み擁壁が崩壊して住宅が崩壊寸前に至った例もある。その

他、今回の地震被害には直接関係はないと考えられるが、擁壁の被害調査に際して、擁壁

の水抜き孔の状況などの維持管理の状況についても調査することができたが、水抜き管の

勾配が逆勾配（背面側が低い）となっており、管に土が詰まることによって雑草が生えて

水抜き孔が完全に塞がっているものも少なくなかった（写真 8.32）。水抜き孔に関しては、

排水用の管を背面の砂利層などに差し込むような状態で設置し、土砂が直接流出しないよ

うな工夫をすることが必要であるが、土砂が流出しているものも少なからず認められた。 

既製コンクリート製品であるＬ型プレキャスト擁壁においても、傾斜や沈下により宅地

上の住宅に被害が生じたケースがいくつか認められている。写真 8.30 の上 2 段及び 3 段目

は、壁高が概ね 2m の L 型プレキャスト擁壁（川口町）の被害状況を示す。背面地盤に噴砂

が認められたことから、地震時の液状化による土水圧が作用して擁壁の傾斜などが生じた

と考えられる。傾斜角は最大 14％と大きく、底盤上面に近い位置で縦壁のコンクリートが

圧壊していた箇所も認められた。また、排水孔から団子状の土砂が排出しており、液状化

にともなって噴出したものと思われる。擁壁背面上の建築物に関しては、基礎の地盤への

めり込みやコーナー部にひび割れが生じていた。なお、この擁壁には壁背面側に通常設置

される砂利等による排水層は認められなかった。 

そのほか、50cm から 1m 程度の低い盛土であっても、盛土部が崩壊することにより住宅

の基礎が沈み込み、ほとんど崩壊に近い状態となった古い木造住宅も認められた(写真

8.33)。また、2 段程度の外構ブロックに関しても、一様に転倒しているようなケースもあ

った（写真 8.34）。 
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縦壁の圧壊

建物基礎のめり込み沈下 

擁壁背面地盤上の噴砂 

水抜き孔から噴出した砂

写真 8.30 宅地擁壁の被害 
上段：ブロックを用いた擁壁と重力擁壁の被害、 上から 2､3 段目：L 型プレキャスト擁壁の被害 

下段：増積み擁壁の被害（左は河川構造物（擁壁）の上にブロック擁壁等が積まれたと思われる例）
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写真 8.31 宅地擁壁の被害 

写真 8.32 擁壁の維持管理等の状況 
（水抜き孔の孔詰まり、水抜き孔からの土砂流出） 
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写真 8.33 宅地における低盛土（50～70cm）が崩壊することによる住宅の不同沈下や 

      崩壊 

写真 8.34 低い外構ブロックの転倒例 
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8.3.5 基礎構造の被害の特徴 

(1) 応急危険度判定及び被災度判定区分調査における基礎の被害 

建築物の基礎の被害状況に関しては、応急危険度判定とその後の継続使用に対する補強

の必要性の有無を判定する被災度区分判定の結果からある傾向を把握することが可能であ

る。 
応急危険度判定は、A ランク、Ｂランク、C ランクの３つに大別され、たとえば木造の

場合には、調査結果に応じて最終的に下記のような『安全』、『要注意』、『危険』の判定を

行うことになっている。 
危 険  Cランクが１つでもある場合 

要 注 意 Ｃランクがなく、Ａ及び Bランクのみの場合 

安 全 全てがＡランク 

 

また、被災度区分判定では、部位ごとに損傷状況を評価して損傷率などを勘案して、建

築物全体としての被災度を評価する仕組みになっている。損傷状況は、概ね５段階で評価

され、以下に区別されている。 
 
ランクⅠ（軽微） ランクⅡ（小破） ランクⅢ（中破） ランクⅣ（大破） ランクⅤ（破壊）

 
 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建築物の応急危険度判定及び被災度区分判定にお

ける基礎・地盤の評価項目と評価方法を、表 8.3～表 8.8 に示す。 
 

表 8.3 木造の応急危険度判定における基礎・地盤に係わる評価事項 
調査対象 Ａランク Ｂランク Cランク 

不同沈下 不同沈下があっても軽微 床・屋根の落込み、浮き上がりが著しい 小屋組みの破壊、床全体の沈み込み

 

表 8.4  木造の被災度判定区分における基礎の損傷状況 
ランクⅠ（軽微） ランクⅡ（小破） ランクⅢ（中破） ランクⅣ（大破） ランクⅤ（破壊） 

・ 不同沈下はな

い。（不陸はな

い） 
・ 破損はない。 
・ 外周基礎に幅

0.3mm以上で長
さ 200mm未満
のひび割れが２

～５箇所生じて

いる。 

・ 不同沈下はな

い。（不陸はな

い） 
・ 破損はない。 
・ 外周基礎に幅

0.3mm 以上で

長さ 200mm 以
上のひび割れが

２～５箇所生じ

ている。 
・ 軽微に比べ損傷

程度が若干大で

ある。 

・ 不同沈下が見ら

れる。（不陸が見

られる） 
・ 破損が見られ

る。 
・ 破断はない。 
・ 外周基礎に局部

的な破壊や仕上

モルタル剥離、

脱落が生じてい

る。 
・ 周辺地盤には、

小さな地割れが

生じている。 

・ 不同沈下が見られ

る。（不陸が見られ

る） 
・ 破損が見られる。 
・ 破断が見られる。 
・ 移動はない。 
・ 外周基礎のひび割

れが著しく土台と

遊離し、土台より

上部構造を支える

役目を果たさなく

なっている所が１

～２箇所生じてい

る。 
・ 他の部位は多数の

ひび割れが生じて

いる。 

・ 不同沈下が見ら

れる。（不陸が見

られる） 
・ 破損が見られる。

・ 移動が見られる。

・ 流失が見られる。

・ 転倒が見られる。

・ 上部構造を支え

きれない状態に

なっている。 
・周辺地盤が崩壊して

いる。 
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表 8.5 鉄骨造の応急危険度判定における基礎・地盤に係わる評価事項 
調査対象 Ａランク Ｂランク Cランク 

建築物周囲地盤の沈下 10cm以下 10cm超 30cm以下 30cm超あるいは地割れ 

建築物の不同沈下勾配 1/300以下 1/300超 1/100以下 1/100超 

 

表 8.6 鉄骨造の被災度判定区分における基礎の損傷状況 
区分 ⅠS ⅡS ⅢS ⅣS ⅤS ⅥS

地盤 ψ≦1/150 1/150＜ψ≦1/100 1/100＜ψ≦1/50 1/50＜ψ≦1/30 1/30＜ψ ― 

注 ψは、最大相対沈下量による変形角 

 

表 8.7 鉄筋コンクリート造の応急危険度判定における基礎・地盤に係わる評価事項 
調査項目 調査対象 Ａランク Ｂランク Cランク 

建物の傾斜 不同沈下による傾斜角 1°（1/60）未満 1°（1/60） ~ 2°（1/30） 2°（1/30）以上 

 

表 8.8  鉄筋コンクリート造の被災度判定区分における基礎の損傷状況 
[全体沈下による判定]（最大沈下量を S(m)とする。） 

無被害 S=0 小破（S≦0.2m） 中破（0.2m＜S≦1.0m） 大破（S＞1.0m） 

[全体傾斜による判定]（最大傾斜角をθ (radian)とする。） 

無被害 

θ =0 

小破 

θ ≦1/100rad 

中破 

1/100rad.＜θ ≦3/100rad 

大破 

3/100rad.＜θ ≦/100rad 

倒壊 

θ ＞6/100rad. 

 

 応急危険度判定の調査票では周囲地盤の状況を評価する項目はわずかであり、今回の新

潟県中越地震のような古い石積み擁壁やブロック擁壁（通常のブロック壁を擁壁に利用し

た場合を含む）を有する住宅に被害が集中しているような状況を考慮すると、敷地内の擁

壁（建築物の安全性に影響のあるものに限る）の有無及び変状を記載するような項目を追

加することが今後の被害調査などを効率的に行うためには望ましいと言える。被災宅地の

危険度判定に関しては、平成10年に付録8.2（被災宅地の危険度判定調査表）の調査シート

が整備され、鳥取西部地震などで利用され、今回も大規模（約3,300戸）に活用されている

が、建築物の調査件数（約36,000戸）に比較するとかなり少ない。 

 なお、8.2.3節に述べた被災宅地の危険度判定結果の内、（社）全国宅地擁壁技術協会に

よる相談窓口の141棟に関しては、被災宅地の危険度判定と建築物の応急危険度判定の関係

が、国交省都市計画課により取りまとめられている（表8.9）。危険度判定について不明と

されているものが多いため詳細の検討は難しいが、宅地の判定が危険及び要注意となった

21件のうち約半数（10件）の建築物が危険及び要注意となっており、宅地の安全性が損な

われると建築物が危険や要注意になりやすいことがわかる。これに対して、建築物が危険

及び要注意となった56件のうち、宅地が危険及び要注意となった割合は約16％（9件）であ

り、宅地が安全であっても建築物の地上部分のみが被害を受けているケースはかなり多い。 
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 表 8.9 宅地の危険度判定と建築物の危険度判定の関係の例 
 

 

  

 

 

 

 

(2) 戸建住宅の基礎の被害 

1)束立て、ろうそく基礎、ブロック基礎の被害 

 現時点では、戸建住宅の基礎形式は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎やべた基礎に大

別されるが、被災地域にはブロックを数段積み重ねた基礎など、古いタイプの基礎も川口

町などで数多く認められた（写真 8.35）。これらの古い基礎の多くは、外周部のみ連続し

たブロックや無筋コンクリートの基礎を設置して、床の沈下対策のため内部に束などを配

していることが多い。このような基礎の被害の特徴としては、外周の基礎と土台が十分ア

ンカーボルトなどで緊結されておらず、載せるだけにすぎないような場合があり、土台と

基礎の頂部でずれが生じたり、ブロック基礎自体が破壊している場合も認められた。外周

の基礎にゆがみが生じて、内部の束が傾き床全体が落ち込んだ場合もあった。 

対象 危険度 棟数 割合 備考

危険(赤) 14 9.9% 建築物の判定：　赤4件、黄2件、青0件、残り不明
要注意(黄) 7 5.0% 建築物の判定：　赤2件、黄2件、青1件　残り不明
安全(青) 2 1.4% －
不明 117 83.0% －
危険(赤) 30 21.3% 宅地の判定：　赤4件、黄1件、青0件、残り不明
要注意(黄) 26 18.4% 宅地の判定：　赤2件、黄2件、青0件、残り不明
安全(緑) 8 5.7% －
不明 76 53.9% －

宅地

建築物
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写真 8.35 戸建住宅の基礎の被害例 
（ブロック基礎、石積み基礎、無筋コンクリート造基礎など） 
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 2)鉄筋コンクリート造の基礎 

 被災地域において、比較的新しい戸建住宅の基礎は鉄筋コンクリート造の高床式タイプ

の基礎である。一階部分を車庫や倉庫がわりにしているため、前面道路側が開口部となっ

ているが、その部分を除けば、剛な基礎が建物外周や内部に配されており、倉庫等の床面

にもコンクリートのスラブを設置している場合も少なくない。このため、高床式の場合は

基礎の剛性や一体性が十分確保され、基礎自体の耐震性に関しては特に支障がないと考え

られ、ブロック基礎などの崩壊が多発している地点でも、高床式の基礎自体に被害が生じ

ているケースは、広域地盤災害の生じた地域を除くと、ほとんど認められなかった（写真

8.36）。 

鉄筋コンクリート造の基礎を有する住宅でも、上部構造が崩壊したケースがいくつか認

められるが、基礎が土台と緊結されておらず、土台から上部が崩壊し、基礎自体は無被害

であったケースも少なくなかった（写真 8.37）。 

ただし、鉄筋コンクリート造の基礎が損傷している場合も一部で認められ、コーナー部

におけるコンクリートの剥落などが生じていた。写真 8.38 には、コーナー部の被害例をい

くつか示しているが、アンカーボルトが面外方向に押し出されるような力を受けて、コン

クリートが剥落したと考えられるケースも認められている。 
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写真 8.36  戸建住宅の基礎の被害（高床式の鉄筋コンクリート造の被害） 
（地すべりが発生して著しい地盤変位が生じた地域で見られた例） 

写真 8.37  戸建住宅の基礎と上部構造の被害 
（基礎は無被害であるが上部構造が崩壊した例。基礎は鉄筋コンクリート造であることが

多い） 
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写真 8.38  戸建住宅の基礎の被害 
（コーナー部の被害、増築部との接合部分における被害、ブロック基礎の移動・

脱落など） 

415



 なお、新聞報道（日経産業新聞 2004 年 11 月 11 日及び 16 日）によると、被災地におけ

る主要な住宅建設会社（プレハブ系）の建設戸数は表 8.10 に示すとおりとなっており、大

きな被害のほとんどは地盤崩壊に関連しているようである。軽微な被害には、写真 8.37

で示したコーナー部のコンクリートの破損なども含まれると考えられる。なお、表中で示

した『地盤崩壊』や『軽微』の定義や評価方法については、住宅建設会社毎に異なるので

注意が必要である。 

また、特定の保証保険制度を運用している J 団体の場合、震度 5 強以上の被災地（川口

町、小千谷市、長岡市、上越市ほか）における登録住宅の戸数は合計 4,444 戸となってお

り、2004 年 12 月 7 日までに取りまとめられた調査住宅 325 戸の状況に関しては地盤崩壊

による半壊 4 戸のほか、写真 8.38 に例示したようなコーナー部の亀裂などが認められてい

る。表 8.10 で示した住宅建設会社や J 団体の採用する基礎の構造形式は、一体の鉄筋コン

クリート造であり、今後このような被害状況が収集分析されると考えられるので、鉄筋コ

ンクリート造の基礎の被害の特徴や地盤災害との関係がより明確になると思われる。 
 
表 8.10 被災地における住宅建設会社等の戸建住宅の建設戸数と被害状況など 
対象 被災地の戸数 被害状況ほか 
A社 
B社 
C社 
D社 
E社 

2,701 
1,255 
1,059 
496 
141 

地盤崩壊 34戸、不同沈下 15戸、軽微 625戸 
地盤崩壊 6戸、軽微 85戸 
不明 
不明 
不明 

J団体 4,444 全壊、半壊なし 

被災地は概ね震度 5 以上の地域。地盤崩壊や不同沈下、軽微の定義・評価は対象により異なる 

 

 木造住宅等の基礎仕様に関しては、住宅金融公庫や住宅保証機構などの標準仕様や推奨

仕様によることが多いと考えられ、基礎高さが 300mm、400mm 前後の一般的な仕様を前提と

して、布基礎及びべた基礎の寸法・配筋やスパン表さらにはアンカーボルトの配置等が示

されているが、高床式の基礎を採用する場合の仕様などについて必ずしも明確でない部分

があるので、今後これらの仕様等についても検討することが必要と考えられる。 
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(3) 一般建築物の基礎の被害 

被災地域には、本格的な杭基礎を採用しているような規模の大きい建築物が少なく、渡

り廊下などの部分的な基礎の被害や地すべりなどに地盤災害に起因する被害（例えば、

8.3.1(2)の学校）を除くと、比較的規模の大きい建築物では過大な傾斜等はほとんど報告さ
れていない。 

これまでの現地調査において、1/50 程度の傾斜が生じて 50cm ほど沈み込んだ鉄筋コン

クリート造の 4 階建て共同住宅（杭径 300mm,杭長 5m の PHC 杭 A 種使用,βL<3.0 の短杭、

川口町、写真 8.39）や最大 30cm の不同沈下が生じた鉄骨造の 3 階建て店舗兼用住宅（刈

羽村）が認められ、周辺でスウェーデン式サウンディング試験を実施し、表層の地盤状況

を調査した。前者の場合は、深さ約 6m 程度に良好な支持層と思われる地層が確認できた。

後者の場合は、建物外周に大量の噴砂が認められたことから液状化が原因と考えられるが、

現時点では基礎形式（聞き取り調査によると、地表から 1～2m 近く基礎下の土砂を掘削排

土し、床下一面に空洞を設けその下にスラブを打設したようである）や地盤条件の詳細な

ど、設計の詳細は不明である。なお、刈羽村では、地表面付近に『カクモ』と称する繊維

質の軟弱層が存在していることが居住者に広く認知されているようであり、また 1964 年の

新潟地震でも液状化を経験しているため、住宅建設に際して軟弱地盤対策の必要性につい

ては認識しているようであった。このため、基礎形式と地盤条件の関係や軟弱地盤対策の

採用の有無や効用などについてさらに詳細な調査が有用と考えられる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

写真 8.39 一般建築物の鉄筋コンクリート造の基礎の被害（川口町） 
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8.4 被害の考察 

8.4.1 宅地地盤 

(1) 斜面崩壊・地すべり 

急斜面或いは緩斜面における斜面崩壊や地すべりが原因で宅地地盤が大きく変状し、建

築物に大きな被害が生じている場合が数多く認められている。山間部の土砂災害を除くと、

地すべりによる顕著な被害は、長岡市高町団地、鶴ケ丘団地など、比較的規模の大きな造

成地で生じている。 

大きな地盤変動には至っていないものの、緩斜面で地すべりが生じたケースもいくつか

認められており、斜面や沢・谷を埋め立てた造成地の被害が多い。被災地周辺で聞き取り

調査した範囲においても、過去に沢地や谷筋であったことが知られており、旧地形の把握

が重要と考えられる。 

写真 8.39 は、被災住宅の玄関に張られていた張り紙であるが、この写真のように、の

り面と擁壁もしくは２段、３段の増積みなどによる全高 2～3m 前後のがけ面の変状による

住宅被害が数多く認められており、擁壁やがけ付近における建築物（とりわけ、木造など

の小規模建築物）の基礎設計の合理化・高度化が今後必要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 8.39  宅地の被害状況の例 
（玄関に張り出されていた被害状況の推定図） 
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(2) 液状化 

 見附市、長岡市、柏崎市、刈羽村などでは、液状化により過大な沈下・傾斜が生じて、

居住することが困難になった住宅や取り壊さざるを得なくなった住宅が少なからず存在し

ている。 

 住宅建設に際しては、先般の建築基準法の改正により、地盤調査によって地盤の許容支

持力等を適切に評価することの重要性が明確になり、また液状化のおそれのある場合は沈

下に対する検討を要することが平成 13 年国土交通省告示第 1113 号に規定されている。 

液状化により被災した宅地の中には、これら建築基準法及び関連規定の改正以降の新築

住宅の宅地も含まれているので、住宅建設時の地盤調査結果の状況などの情報を収集し、

被害原因の検討を行うことが重要である。 

また、地盤調査がなされていない宅地で基礎が傾斜して大破した住宅もあるので、地盤

調査を実施して現在提案されている液状化による建築物の被害予測手法（例えば、宅地耐

震設計マニュアル(案)都市基盤整備公団平成 15 年 3 月、被災宅地復旧技術マニュアル（暫

定版）新潟県中越地震対応［本編］新潟県国土交通省）の信頼性を検証することが必要と

考えられる（図 8.53 参照）。 

なお、これまでのところ、液状化に伴って住宅に著しい沈下障害が発生した地点で実施

したスウェーデン式サウンディング試験による地盤調査の結果から判断すると、見附市南

本町及び刈羽村など、そのほとんどは地下水位が地表面から概ね 1m 未満であり、1m 前後

の自沈層を含む緩い砂質系の土が地表面から概ね 5m 以深まで存在しており、現在の技術水

準から判断すると液状化のおそれのある敷地と考えられる。 

液状化のおそれを適切に判定を行うためには、行政庁などが取りまとめた液状化マップ

などが有用であるが、地下水位や土質（細粒分含有率など）の把握も重要である。戸建住

宅のための地盤調査として、現時点ではスウェーデン式サウンディング試験が広く用いら

れ、音や触感によって土質判定（「じゃりじゃり」は礫歴、「しゃりしゃり」は砂、無音は

粘土など）がなされているが、1kN 以下で自沈するような場合は触感による評価が難しい

場合もあるので、敷地周辺の既存のボーリング調査結果や地形図などを参考にして、地盤

調査の精度を高めることが必要である。 

深部からの土の採取方法は本格的なボーリングから簡易なものまで様々であるが、最近

では、スウェーデン式サウンディング試験で用いるロッドなどを利用した種々のサンプリ

ング装置が開発されていることから、試験中の音や触感などによる土質判定の信頼性が十

分でないと考えられる場合は、何らかの方法で直接土を採取し土質を正確に判定すること

が重要である。地下水位の評価に関しては、スウェーデン式サウンディング試験の調査終

了後、10～30 分程度経過した後で調査孔に伸縮性のスケールを差し込めば、地下水位以深

の部分が泥水に浸るので、地下水位が 2m 以下に存在している否かの大凡を確認することは

容易である（写真 8.41 参照）。地下水位は、液状化や緩斜面の地すべりなど敷地の安定性

に密接に関わっているので、地盤災害のおそれがあるような場合は地下水位を測定してお

くことが望ましい。 

また、今回液状化の被害が顕著であった地域の中には、これまでの地震被害と同様、旧
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河道沿いに集中しているケースが多いので、液状化による被害地域と旧地形や土地の履歴

などの関係に関する検討が必要である。ただし、液状化によって大きく傾いた住宅の周辺

であっても、傾斜や沈下が全く生じていない建物も数多く存在しており、上部構造の特性

や基礎の構造方法、さらには地盤改良等の採用の有無などを含めた情報の収集が重要であ

る。聞き取り調査によると、支持杭的な地盤改良を採用している場合は沈下障害が生じて

おらず、摩擦杭的な杭や表層 1～2m を固めた表層改良の場合において沈下障害が発生して

いたことが確認されている。今後、被災地における住宅の被害と住宅建設時の地盤調査の

結果及び地盤改良の詳細仕様を把握することが重要と考えられる。 

40 年前の新潟地震（1964 年）では、新潟市を中心に強烈な液状化が生じた。この被災地

は、今回の激震地と異なっているが、被災地での住宅建設会社などへの聞き取り調査から

判断すると、住宅の建設段階では、建築主の関心が少ないこともあって、液状化や地盤災

害に配慮した設計はなされていない場合が多いようであった（液状化に関しては、主な被

災地が内陸であったため予想されていなかった）。ただし、8.3.1項及び 8.3.3項で述べたよ

うに、今回の地震で液状化被害が発生した見附市と長岡市は越後地震（1828 年）、刈羽村

は新潟地震（1964 年）で、それぞれ液状化が認められていることから、液状化による被害

や対策工法の効果、居住者意識などを収集分析することが液状化対策の普及・促進を図る

うえで重要である。 
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図 8.53 戸建住宅の液状化判定の例

写真 8.41 スウェーデン式サウンディング

における地下水位の測定方法の例 
（試験後 10～30分後にスケールを調査孔に
挿入して濡れ具合で地下水位を推定する

など）
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(3) 宅地擁壁 

宅地擁壁の沈下や滑り出し、さらには構造的障害により宅地上の住宅に被害が生じた例

は多い。 

被災した擁壁の構造方法に関して、今回の地震被害には直接係わりがない可能性もある

が、水抜き孔が完全に目詰まりしている場合や背面に排水層が設置されていない場合のほ

か、壁厚等が壁高に対する一般的な擁壁の標準仕様と比較すると不十分と思われるケース

もあったので、擁壁に必要な仕様を設計段階で確保し、施工時に確認することが重要であ

る。一旦被災してすべりやすくなると、雨水の浸入による被害が生じやすくなるので、被

災した擁壁に関しては、排水機能にも配慮した修復や復旧が重要である。 

擁壁の被害状況から判断すると、外溝工事におけるコンクリート造の擁壁やブロック壁

を含めて、コーナー部の配筋不良などのため一体性の確保がなされていない箇所での被害

が多い。図 8.54、写真 8.42 には、擁壁のコーナー部の補強方法を例示しているが、後述

する基礎のコーナー部の配筋とハンチによる補強方法(図 8.56)と類似である。また、石積

み擁壁やコンクリート造の擁壁の上にブロック擁壁などを積み重ねる増積み擁壁の被害も

数多く認められており、3 段積みの擁壁が大規模に崩壊した事例もあった。 

今後、擁壁の設計や地盤条件に関する情報を収集し、被災した擁壁の被害原因を検討す

ることが、擁壁の耐震設計の合理化にとって必要である。なお、建築基準法上は、工作物

として壁高 2m 以上の擁壁を対象に建築確認を行っているが、1m 程度以下のコンクリート

造の擁壁やブロック塀を擁壁代わりに利用した壁、石積み擁壁が崩れて建物に大きな被害

が生じた例もあったので、2m 未満の場合でも擁壁の仕様の詳細と被害との関係を把握して

おくことが重要である。 

ブロック擁壁は、一般に宅造法に基づく大臣認定擁壁を想定しがちであるが、地上の塀

にすぎない通常のブロック塀を擁壁がわりに使用することも決して少なくない（写真

8.43）。ブロック塀の擁壁利用に関して、行政庁によっては２～３段までに指導している場

合もあるようであるが、これは、ブロック塀の設計規準（壁式構造関係設計規準集・同解

説（メーソンリー編）、日本建築学会）において、補強コンクリートブロック塀は対土圧

40cm（根入れ）を基本とし、それ以上の場合は、特別の検討を求めている考え方に近い。

風荷重に対するブロック塀の構造計算の方法は近年確立しているので、ブロック塀を低い

擁壁として利用する際の構造方法（鉄筋のかぶりや配筋、ブロックの規格など）や構造計

算の方法を明確にすることが今後必要であろう。 

これまで、大臣認定（宅造法施行令第 15 条の認定）を取得したブロック擁壁や日本建

築センターの個別評価を得たブロック擁壁があるが、これらは型枠コンクリートブロック

であり、補強コンクリートブロックと違って、コンクリートの一体打ちができる特徴があ

る（写真 8.44）。組積造や補強コンクリートブロックの塀に関しては、建築基準法施行令

第 61 条や第 62 条で構造方法が規定されているが、これらの塀の下部を擁壁として利用す

る場合の構造方法や構造計算の考え方は必ずしも明確でなく、今後検討を要する。 
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写真 8.43 ブロック塀の擁壁利用の例

左：地中部の控え壁、右：地震被害 

写真 8.44 直壁を有する耐土圧 

    ブロック擁壁 

写真提供：（社）全国宅地擁壁技術協会

写真 8.42 コンクリート造擁壁におけるコーナー部の補強（ハンチと壁厚の補強） 

写真提供:（社）全国宅地擁壁技術協会 

コーナ部の補強

平面図

立面図

補強幅Ｌｂ

図 8.54 擁壁のコーナー部の補強例 
（補強幅 Lbは概ね 50cm以上） 
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8.4.2 基礎構造 

(1) 戸建住宅の基礎 

 1)基礎形式と標準・推奨仕様  

戸建住宅の基礎の被害の多くは、ブロック基礎や石積み基礎、無筋コンクリート造の基

礎など、現在の一般的な一体の鉄筋コンリート造でない古いタイプの基礎に認められてい

る。 

先般の建築基準法の改正により、平成 12 年建設省告示第 1347 号が新たに制定され、原

則として一体の鉄筋コンクリート造の布基礎やべた基礎とすることが求められており、寸

法や配筋の最低仕様も示されている（図 8.55）。この規定を満足する一体の基礎について

は、地すべり地帯などを除くと、構造被害や傾斜が軽微であったと考えられるが、換気孔

周辺のひび割れだけでなく、コーナー部のコンクリートの剥落など構造的な被害も少なか

らず認められている。 

この原因としては、コーナー部の基礎に押込み力や引抜き力が作用するだけでなく、水

平力が基礎に作用し、アンカーボルトから伝達されるせん断力によってコンクリートが破

壊した可能性も考えられる。引抜き力によってコンクリートが損傷するとせん断力により

アンカーボルト周辺のコンクリートが破壊しやすいと考えられる。図 8.56 は、住宅金融公

庫の融資住宅の標準・推奨仕様など、住宅関連団体などで提案されている開口部やコーナ

ー部の補強方法などをまとめて示しているが、これらの補強仕様を確保することが地震対

策を考えるうえで重要と考えられる。 

なお、今回の基礎コンクリートの被害状況の調査に際しては、鉄筋のかぶりやアンカー

ボルトのかぶりが著しく不足しているようなものも認められ、このようなかぶりの不足が

基礎コンクリートの損傷を助長する原因になった可能性もある。その他、増築部との接合

部分で基礎の被害が生じた例もいつくか確認されており、増築部との基礎の一体性に関し

て注意が必要である。 

今後、鉄筋コンクリート造の基礎の被害状況を詳細に検討し、基礎の仕様と被害の関係

を詳細に検討することが必要である。また、基礎の構造的な損傷や傾斜が著しく住宅のな

かには取り壊しが予定されているものもあるが、現時点では建物外周における基礎の外観

しか調査できないため建物内部の基礎の有無や配置などが把握できていないものもある。

このため、取り壊しの際に建物内部の基礎の配置などを確認することが、基礎の構造方法

や配置と被害の関係を検討する際に重要と考えられる。 
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300以上

120以上

図 3.3.1　鉄筋コンクリート造基礎参考図

(a)住宅金融公庫　参考布基礎詳細図（平成 12年度版）より

1.布基礎各部の寸法のうち( )内の寸法は一般的な
参考例であるので布基礎の深さ及び底盤の幅等の

決定にあたっては荷重条件及び地盤の地耐力等を

勘案して適当なものとする。

2.横筋のうち上下主筋は 13φ(D13)その他の横筋
及び縦筋は 9φ(D10)とし、鉄筋の間隔は 300 ㎜
とすることを標準とする。

3.異形鉄筋を使用する場合は立上がり筋の上端の
みをフック付とし、他はフック無しとする。

（120）

（150）

9φ(D10)@300
9φ(D10)

9φ(D10)

13φ(D13)

9φ(D10)@300
13φ(D13)

(120以上)

240以上
(300標準)

（450）

根入れ深さ
240以上

(内部) (外部)

(60)

(50)

(ｂ)建築基準法告示 1347号（平成 12年）より

べた基礎

120以上
主筋：径 12mm
以上の異形鉄筋

120以上

補強筋：
径 9mm以上の
鉄筋＠300以下
径 9mm以上の鉄筋
縦横＠300以下

内部外部

150以上

径 9mm以上の鉄筋

（底盤幅：構造種別や地盤許容応力度による一覧表有）

内部 外部

300以上

240以上

布基礎

120以上 主筋：径 12mm
以上の異形鉄筋補強筋：

径 9mm以上の鉄筋
＠300以下

径 9mm以上の鉄筋
＠300以下

図 8.55 鉄筋コンクリート造の布基礎及びべた基礎 

（平成 12 年建設省告示第 1347 号） 

平成 12 年建設省告示第 1347 号より 

底盤厚 15cm以上

補強筋 φ9@300

基礎幅 qaに応じた値

底盤厚 12cm以上

補強筋＊ φ9@300

根入れ深さ 12cm以上

立上り主筋 φ12以上

立上り幅 12cm以上

地表高さ 30cm以上

喚起口 φ9で補強

ただし，同告示第2の構造計算により適用除外

建設省告示第告示第1347号第1で規定された基礎の仕様

布基礎

べた基礎
＊底盤縦横

共通

一体の鉄筋コンクリ－ト造

連続した基礎の立上り

雨水の浸入，凍上に配慮した根入れ

平成 12 年建設省告示第 1347 号第１で規定された基礎の仕様 
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D13

D13

D10@300 
D10D10 

60cm

H 10cm

10cm

H12 以下 
D10 

D10 
(補強筋）30cm

12cm

18cm以上

D13 
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D10@200

300 

150 
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D10@200 

D10 

(1)
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B 
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D13 

D10 

図 8.56(A)  住宅関連団体の基準・指針類で示されている基礎の 
コーナー部，開口部等の補強仕様の例 

(2) 

補強筋 
D19 

300

425



1000 開口幅
50 0
以下

1000

100 0

100 0

補強筋効果を期待する

場合はスポット溶接では

なくフック付き

図 8.56(B) べた基礎の人通口周辺の底盤補強の例 

図 8.56(C) 主筋と補強筋の溶接及びフック  

図 8.56(D) 人通口周辺の主筋の定着の例 

補強筋          定着長   主筋  
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2)地震に強い基礎構造 

局所的な地盤変動に対しては、基礎構造を剛強にすることで被害の軽減・防止が可

能である。図 8.57 は、地盤変動が基礎に及ぼす影響を表したものである。鉛直方向だ

けでなく水平方向の地盤変位の影響もあるが、基礎底面と地盤が離間することを想定

して基礎の寸法・配筋などを考えることが多い。 

図 8.58 には、地盤変動に強い布基礎（基礎高 2 階 80cm,平屋 60cm，底盤幅 40cm 以

上 16））16)-18)やべた基礎 19),20)の例を示す。基礎の立上げ部分に囲まれる区画の面積を

小さくすることや地盤を固めればさらに効果的である。 

図 8.58 は、図 8.59 に示す住宅性能表示制度のもとで提案されているグレードの高

い基礎仕様 21)やスラブスパンが 4～5m と長い場合のべた基礎の標準仕様に近い。図

8.59 中の(b)は、短辺方向スラブスパン（長辺は短辺の 1.5 倍以下）が 4～5ｍのべた

基礎の仕様（厚さ 200、2-D13、＠150～250）である 22)。スラブスパンや想定する地盤

の変形とその分布によって、地盤変動に耐えうる仕様は異なるので完全なものはない

が、被害例などの分析を加え、費用対効果に優れる仕様の普及が今後必要である。 

ただし、強度・剛性に優れる基礎でも、一体性を欠くと被害が生じやすく注意が必

要である。地盤災害のおそれがある宅地では、島型・半島型基礎は回避すべきである。

高基礎は有効であるが、出入り口等のために大きな開口部が避けられない場合は、基

礎スラブの設置や開口部上下端の補強（図 8.60）などで、確実に一体化させることが

重要である。換気口と人通口の補強に関しては、文献 22)で立上りとスラブの補強仕

様が詳細に示されている（図 8.56(A),(B)）。また，人通口周辺の基礎立上り部の主筋

の定着に関する配慮も有用と考えられる（図 8.56(D)）。  

 

h

2～19mmφ

2～9mmφ

2～19mmφ

2～9mmφ

t=220mm、D13ーダブル、@200

図 8.58 地盤変動に強い基礎の例 
左：文献 16)，右：文献 19),20) 

基礎底面と地盤
との離間距離L LL

鉄筋コンクリート造の基礎

図 8.57 地盤変動に対する基礎構造の考え方の例 
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2
00

150

主筋

補強筋は前項の配筋表

スラブがダブル配筋の場合

補強筋
補強筋は立上りの

上端及びスラブの

中央部に配置。

補強筋径(D10-

D19)等の仕様は別

表。

底盤スラブは

@150-200、D13縦

横

  (a)布基礎の開口部補強      (b)高規格のべた基礎 
 
図 8.59 住宅関連団体等から提示されている高規格基礎の標準・推奨仕様の例 21),22)

図 8.60 耐力壁周辺の開口部補強の考え方の例 22) 

開口幅3.64m、地耐力50kN/m
2

D10＠300

補強筋

D19

主筋D13

D10

補強筋

　D19

主筋D13

D10

補強筋 
D19 

１階耐力壁

補強筋

主筋1-D1以上

地盤

基礎梁

壁長L

主筋 1-D13 以上
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3)戸建住宅のための地盤改良及び杭 

被災地の住宅が建設される時点での地盤調査結果を収集し、地盤改良など含めた基

礎選定の状況と被害との関係を知ることも今後の基礎設計の合理化を目指す上で有用

である。今回、たまたま収集した建設段階での造成地での地盤調査結果の中には、著

しく軟弱と判断される地層（例えば、スウェーデン式サウンディング試験における荷

重 500N 未満の自沈層）がやや深部に存在していた場合も認められたので、このような

造成地における基礎設計の考え方や宅地造成の方法と造成地盤の品質の関係などに関

する検討も必要である。さらに、最近では、戸建住宅の分野においても、図 8.36、図

8.42 に示した土地条件図を利用して基礎形式の選定に用いる手法が各方面で開発さ

れているが、被災地における利用状況と選定された基礎形式と被害の有無などの関係

を把握しておくことも有用であろう。 

また、地盤改良を採用する場合の配置や間隔に関する検討も重要である。図 8.61

は、基礎形式と地盤改良の関係を示したものであるが、鋼管杭や深層混合処理工法の

コラムを採用する場合は布基礎やべた基礎の構造方法に見合った配置が必要である。

被災地の基礎形式のなかには、外周のみに基礎の立上りを設けて、内部は土間コンク

リートなどをすることが多いが、内部に杭などを配置する場合の適切なスラブ等の構

造方法や杭間隔について明らかでない部分が多いので、適切な仕様の検討が今後必要

であろう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのほか、地盤改良や鋼管を採用されている住宅の調査に際して、施主に地盤改良

の設計図書や施工報告書について聞き取り調査したところ、使用材料（鋼管や固化工

法）と本数等のごく基本的な事項しか把握しておらず、設計図書がないか、もしくは

存在すら知らない場合もあった。地盤改良や杭は戸建住宅の軟弱地盤対策として広ま

っており、住宅建設会社の資料などによると、新築住宅の約 3 割に対して採用されて

いるようであるが、設計図書や施工報告書といった設計施工情報のあり方についても

今後検討することが重要と考えられる。  

 

　(a)通常の基礎

　　　図1　　　住宅における基礎/対策地業の種類

(b)全面改良地業 （c）密な杭、杭的地業 （d）疎な杭、杭的地業 （e）異種基礎・異種地業

図 -16　住宅における基礎・地業の種類図 8.61 戸建て住宅における基礎の構造方法と地盤改良及び杭 
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(2) 沈下修正と対策 

 基礎に不同沈下や傾斜が生じた建築物に関しては、上部構造を取り壊す場合を除く

と、何らかの沈下修正工事や補強が必要になる。一部の地域では、積雪中に係わらず、

沈下修正工事が実施されていたが（写真 8.46）、本格的な沈下修正工事は 2005 年４月

以降になると予測されるが、住宅の沈下障害の状況が明確になるのは被災した住宅に

避難した居住者が戻り、日常生活を始めてからである。現在、把握している戸建住宅

の沈下障害の多くは、建物外観などからみて傾斜がかなり顕著であるため、今後取り

壊されものが少なくないと考えられる。 

このため、2005 年以降の建築物の沈下修正工事の詳細を把握することが、基礎の被

害実態や被害原因と今後設計施工技術のあり方を考えるために特に重要である。現時

点では応急的な基礎の補修がなされているが、沈下修正工事などの本格的な基礎の修

復・復旧技術に関しても、技術的な課題がいくつか残されているので、沈下修正の状

況なども十分に調査し、適切な沈下修正などに係わる設計施工技術を検討することが

今後重要と考えられる。 

 戸建住宅の沈下修正に関しては、鋼管圧入工法や注入工法が用いられている。鋼管

圧入は、建物重量を反力とし鋼管を押し込んでジャッキアップする工法の一種である

が、圧入後の基礎形式は杭に近くなるので（底盤下の地業転圧は困難なため底盤下の

地盤支持力は期待しにくい）、設置する鋼管の間隔等によっては基礎補強が必要な場合

があることに留意しなければならない。また、鋼管を設計上の支持層に打ち止める場

合の管理方法や継ぎ手構造（裏当て、溶接等）などにも注意が必要である。一方、注

入による沈下修正も、兵庫県南部地震や鳥取西部地震など過去の震災でも用いられて

いるが、設計・施工法が確立していないため、ケースバイケースで効果が異なる恐れ

があり、観測による修正状況等の管理や周辺への影響（注入材の隣地への逸走や擁壁

背面の排水層への浸入）や地盤環境に関する検討が重要である。 

なお、支持杭を採用した建築物の中には、今回の地震に伴う液状化などによって建

物周辺の地盤が沈下しているが、建物は杭で支えられているため沈下せず、杭頭部が

露出した場合もある。このような場合は、建物の沈下修正は不要であるが、水平力に

対する杭の耐力を確保するため杭周辺にグラウトなどを充填することが有効とされて

おり、杭頭周辺の補強が必要な場合があることにも注意が必要と考えられる。杭周辺

の充填の重要性は，上記の鋼管圧入工法も場合も同様である。また、沈下修正等の建

築物の修復・復旧に際しては、宅地擁壁などが被害を受けているような場合は、宅地

の復旧方法と併せて適切な沈下修正方法を検討することが重要である。 
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写真 8.46  積雪中に実施されていた住宅の沈下修正工事の例 
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8.5 まとめ 

宅地被害をまとめると以下のようになる。  

①被災地は日本有数の地すべり地帯であり、土砂災害の様相を呈した。 

②台風直後の土壌雨量が多く地盤が緩んだ状況下での強震動であることや震度Ⅵ級

の余震が４度続いたことも被害を大きくした。 

③沖積平野での災害でもあるため、液状化による宅地被害も数多く認められた。 

④現行基準を満足しない擁壁（空石積み、増積み、水抜き孔不足など）があり、被害

を増やした。  

⑤阪神大震災等の花崗岩系地帯のブロック状やトップリング状の災害とは異なり、堆

積面からのすべり破壊が多い。  

⑤旧河道や沢地を埋めた造成地での液状化や緩斜面のすべりなどが目立った。 

⑥山間地が多く、開発に伴う大規模な盛土は比較的少なかったが、高町団地に代表さ

れる造成盛土の大規模崩壊が発生した。  

被災宅地のなかには、造成情報だけでなく当該敷地の地盤条件すら明確でない場合

も少なくないので、地盤調査を実施して被害原因を検討することが必要である。また、

宅地の被害状況と造成情報や旧地形などの関係についてのデータ収集分析も必要であ

る。なお、被災宅地の調査においては、盛土と地山の評価が重要であるが、専門家に

よっても両者の区別が異なることもあるので、古地図などを利用した詳細な調査が必

要と考えられる。  

建築物の基礎の被害には、一体の鉄筋コンクリート造でない基礎に構造的な被害が

多く見られた。また、宅地地盤の変状に起因する被害も多く見られた。宅地地盤の変

状に起因する被害については、宅地と建築基礎の被害状況の比較などを詳細に行い、

建築物の基礎設計において重要となる宅地自体の性能評価方法を検討することが必要

と考えられる。これには、被災宅地の危険度判定と建築物の応急危険度判定や被災度

区分判定の結果の対比が有用と思われる。建築物の応急危険度判定や被災度区分判定

における基礎地盤の評価項目等は、表 8.3～表 8.9 に示しているが、これらの結果の

詳細な分析と併せて、表 8.2 や付録-1 に例示した被災宅地の危険度に関わる評価項目

などの関係を整理し、擁壁に配慮した住宅基礎の設計施工技術や将来建設される住宅

の存在を考慮した擁壁の設計施工技術（積載荷重や掘削等の基礎の施工が擁壁の性能

に及ぼす影響など）を検討することが、住宅の地盤災害の軽減は図るうえで有用と考

えられる。  

 宅地の復旧に際しても、宅地上の住宅の基礎設計（復旧後の地盤の許容支持力など

が適切に評価できるか否かなど）にも配慮した適切な復旧方法の検討が必要であろう。 

今回の地震によって著しい沈下や傾斜が生じた比較的規模の大きい建築物は、崖崩

れや地すべりなどによる広域地盤災害を除くと、現時点ではほとんど報告されていな

い。杭基礎に著しい被害が認められた宮城県沖地震や兵庫県南部地震と比較すると、

杭基礎が破壊して大きく傾斜した建築物はかなり少ないと考えられる。しかし、1/50

程度の傾斜が生じた鉄筋コンクリート造 4 階建ての建物など、一部の建物で基礎及び
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地盤の被害を確認しており、今後詳細な調査を行い、基礎形式や地盤条件の関係や被

害原因などを検討することが必要と考えられる。 

 

今後の基礎設計で教訓とすべき点や課題を以下に示す。  

(1) 鉄筋コンクリート造の一体性の確保 
開口部やコーナー部を確実に補強して一体化させることが重要である。局所的な地

盤変動に対しても，基礎構造を剛強にすることにより被害の軽減・防止が可能と考え

られる。高基礎でも、出入り口などの人通口補強が必要であり、立上り部分の釣り合

い良い配置や開口補強が十分確保できない場合はダブル配筋のべた基礎とすることが

有効である。  

(2) 土地条件図、地形図、敷地の生い立ちなどを考慮した検討 
 土地条件図や地形図は、土地の履歴書の役割も有している。旧河道での液状化だけ

でなく、谷や沢を埋めた緩斜面で大きな被害が生じていた地域もあった。今後教訓と

すべき点は次の 2 点である。  

① 川は元来蛇行しており、川周辺では旧河道か否かを調べる。  

② 緩い斜面地では、沢を埋めた可能性等の造成情報を収集する。  

これらの情報は、土地条件図や古地図があれば概ね把握できるが、周辺での聞き取り

調査が有効である。敷地に隣接して旧水路と思われる湿地帯等が存在している斜面地

では、特に要注意である。宅地の地震被害の大半は，盛土と水に関係しており、【高い

地下水位】，【川・水路沿い】，【盛土】，【埋土】，【斜面】などのキーワードが重なれば

十分な検討が必要である。 

(3)地盤調査の合理化と高度化 
 住宅の地盤調査はスウェーデン式サウンディング試験が主流であるが、地盤条件に

よって土質判定の信頼性が十分でない場合もあるので、敷地周辺の既存の地盤調査結

果や土地条件図などを利用した検討が有用である。土質判定の信頼性が乏しい場合は、

試料を採取するなどを工夫が必要である。液状化の判定を行うためには、土質判定と

地下水位の測定が重要である。  

(4) 地盤改良や杭の有効利用と効果の検証 
地盤改良や杭は、戸建住宅の沈下対策として用いられることが多く、最近では、新

築住宅の約 3 割が採用していると考えられている。ただし、これらの改良や杭は常時

の沈下対策として設計される場合がほとんどであり、液状化対策などの基礎の耐震性

能向上のために用いられることはほとんどない。今回の被害調査において、支持杭的

な地盤改良を採用している場合に被害が生じていない例がいくつか確認できたが、摩

擦杭的に採用している場合に沈下障害が発生していたケースもあった。今後、地盤改

良の効果の検証を行い，改良地盤の耐震設計法の合理化及び高度化を図ることが重要

である。  

(5) 擁壁やがけに配慮した住宅基礎の設計技術の高度化 
敷地の実況から、やむを得ずがけ面付近に住宅を建設せざるをえない場合は、がけ
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面や擁壁の安定性などに対する検討が必要である。最近では、斜面地建築物の安全性

の観点から、制限を設ける場合が増えている。法令上の規定としては『土砂災害特別

警戒区域』での外壁構造の規定が主であるが、自治体や発注者のなかには、斜面上の

建築物の設計指針類を整備している例（横浜市 22）、神戸市 23)、川崎市、都市再生機構

24)）もある。また現在、横浜市が『がけ上小規模建築物設計指針（案）』を検討中であ

ることから、戸建て住宅に対する斜面災害の防止策が今後各方面で検討されると考え

られる。がけ地付近や擁壁背面の基礎に関しては、文献 22)-24)に示されているように、

がけや壁の下端から一定の勾配（盛土では水平面から 30 度）で引いた線の下に達する

基礎を設置する考え方のほか、鋼管杭等の先端を崩壊の危険のない支持層まで設置す

る方法、盛土などの不安定な範囲では地盤反力を期待せず片持ち梁方式の基礎を採用

する考え方もある（図 8.62）。  

深層混合処理工法によるコラムを採用していたため、擁壁やがけ面が崩壊に至るも

建築物は倒壊を免れたと考えられる事例も確認できたが、このような被害に至らなか

った事例についても設計施工の詳細を確認することが今後必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切土

盛土

片持ち梁
方式

図 25　かげ地，擁壁近傍の基礎

安定角　盛土30度など

鋼管杭・改良

深基礎

図 8.62 がけ地及び擁壁近傍の基礎形式の考え方 
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(6) 宅地の耐震性能評価の高度化 
地下水位が高い旧河道、埋土などの敷地（特に斜面地）では宅地の耐震性に配慮す

ることが重要である。ただし、通常の住宅設計において、宅地防災の観点から十分に

検討を行うことが難しい部分も少なくない。宅地防災の合理化・高度化を図るには、

土砂法による警戒区域の設定の促進や、ハザードマップやアボイドマップ、自己診断

マニュアル等 25)-27)によりリスクを認知させることが重要であり、そのためには地質関

係者、砂防関係者、都市・建築関係者、宅地造成関係者、治水関係者等の防災面での

連携が今後、重要と考えられる。  

(7) 一般建築物の杭基礎 
 一般建築物でも過大な傾斜や沈下が生じた例がいくつか認められた。積雪のため、

地盤状況や基礎の状況が不明な場合が少なくないので、詳細調査が今後必要である。 

(8) 沈下修正工法の合理的設計施工技術の検討 
 斜面地だけでなく平坦地においても、不同沈下や傾斜が生じた建築物が数多く存在

しており、雪どけの４月以降本格的な沈下修正工事が実施されると考えられる。沈下

修正工事に際しては，地盤条件や障害の状況が詳細に調査されると考えられるので、

今後、沈下修正工事の実態を把握して、沈下障害の原因だけでなく、合理的な沈下修

正工法を検討することが必要である。  

(9) 被災宅地上の住宅及び宅地の合理的な復旧技術の検討 
新潟県中越地震への対応のため『被災宅地災害復旧技術マニュアル（暫定版）』28)

などが既にインターネット上で公開されており、宅地擁壁や宅地自体に関しては復旧

技術の合理化・高度化が進められておいる。しかし、擁壁等の近傍に住宅が存在して

いる際には、宅地と住宅を同時に復旧しなければならない場合が少ないが、技術的な

知見が十分集積されていない。復旧事例の収集分析を通じた実証的な検討が今後必要

である。  

(10) 危険度判定の有効な利用技術の検討 
宅地の危険度判定と建築物の応急危険度判定の両者の判定結果について一部比較検

討することができたが、たとえば一帯の傾斜など建築物の立地条件を把握した上で、

基礎や地盤に関する被害ランクを迅速に抽出できれば、詳細な調査を要する宅地の選

別が効果的に実施できる可能性があるため、今後の調査においては、応急危険度判定

で得られたデータを GISにおける位置情報と連携して集約する手法について検討して

いく必要がある。  
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付録 8.1 

土砂災害対策・宅地の耐震性能評価の現状 

 

中越地震では、土砂災害などの地盤災害による建物被害が多く見られたが、これらの地

盤に起因する被害と建築物の設計施工技術を考えるうえでは、土砂災害対策や宅地及び宅

地擁壁の耐震設計などの現状についての理解も重要である。ここでは、土砂災害対策や宅

地造成の現状を参考として示す。 

 

１．土砂災害対策の現状 

土砂災害を防止するための法令は、砂防法（1897）に始まり、既に 100 年以上経過して

いる。その後、地すべり等防止法(1958)、急傾斜地法(1969)に繋がっていったが、1998 年

の広島県の豪雨災害を契機に土砂災害防止法（以下、「土砂法」）が 2000 年に創設されたこ

とは記憶に新しい。この土砂法は従来のハード整備を主体とする砂防法等とは異なり、開

発規制や警戒避難などのソフト対策に特化した法制度である。 

土砂災害は、地すべり、がけ崩れ、土石流に大別され、前述の土砂災害防止法に基づき、

土砂災害警戒区域及び特別警戒区域を定める制度(指定するか否かは知事の判断による)が

設けられた。土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物は、がけ崩れ等による衝撃に

対して安全なものとするため、外壁を所定の鉄筋コンクリートで覆うための基準などが国

交省告示第 383 号で示されている。現時点では、土石流 273 ケ所、がけ崩れ 217 ケ所、地

すべり 0 ケ所、計 490 ケ所（2005 年 3 月現在）が特別警戒区域として指定されているが、

広島県、長崎県、長野県、滋賀県、静岡県、福井県、秋田県の７県であり、中越地震に被

災地である新潟県は未指定である。 

上記の土砂災害は、数 m 或いは数十 m 以上の地変変状を伴う場合も少なくないが、通常

の建築物の基礎設計に際しては、即時沈下量で 2～5cm 前後、圧密沈下量で 5～20cm 前後を

許容沈下量とすることが多く、わずかな地盤変状が建築物の機能・使用性に支障をもたら

しうることに注意しなければならない。 

 

２．宅地の耐震性能評価の現状 

擁壁を含め、宅地の安全性を具体的に検討する技術の大半は、宅地造成等規制法(1960、

以下、宅造法)によっている。宅造法は、宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止する

ことにより、人命・財産を保護することを目的とし、指定区域は 29 都道府県に及んでいる。

指定区域は、図-付 1 に示すように、全体で約 100 万 ha で国土のわずか 2.7％程度にすぎ

ないが、擁壁に関する技術基準や設計施工技術の詳細が施行令や関連する技術マニュアル

に示されているため、宅造法のみならず建築擁壁でも広く用いられている。 

宅地造成に関して、現在では造成段階で耐震性能の重要性が広く認識されているが､耐

震設計が実務に反映されはじめたのは比較的最近である。宅地防災に関するマニュアル類
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としては、宅地防災マニュアル 1)が最も広く活用されているが、1989 年の初版では中地震

に対する擁壁の耐震設計が参考として示されている程度である。なお、都市再生機構では、

住宅・都市整備公団時代の 1984 年 3 月に「宅地耐震設計指針（案）」を作成し、規模の大

きい擁壁の設計(ko=0.2)に適用しており、これが宅地防災マニュアル初版の参考資料に反

映されたと考えられる。 

盛土や宅地擁壁に関して、耐震設計の考え方が明確になったのは 1998 年の改訂版以降

である。したがって、宅地造成に関する耐震設計の具体的な手法が明確になってきたのは

ごく最近であり、古い造成地では、耐震性の検討が十分なされていない可能性もある。前

述の宅地防災マニュアル(1998)では、宅地擁壁に関して大地震及び中地震の 2 つの地震動

(ko=0.25 及び 0.20)に対する設計法が示されており、盛土では一定の条件下において大地

震時に対する検討方法も示されている。なお、擁壁の耐震設計法における地震時土圧算定

式としては、物部-岡部式(1924)が基本であり、従前より広く利用されている。 

 

図-付 1 宅造法の指定区域 
（国土地理院数値地図 25000(行政界・海岸線)平成 12 年度版を基に作成） 
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 擁壁の構造性能に係わる都市計画法と宅造法の規定に関しては、建築基準法(以下、建基

法)施行令第 142 条、建基法第 36 条の 2（構造の原則）の規定を準用しており、原則は耐

震性も考慮することが必要になっていると考えられるが、具体的な構造計算の方法に関し

ては、宅造法施行令第 7 条（転倒及び滑動の安全率が 1.5、地盤の許容支持力の安全率を 3

とする構造計算）に基づく長期許容応力度計算が対象となっている。 

一方、建基法に基づく擁壁は壁高 2m を超えるものが対象であり、宅造法の義務設置擁

壁の考え方（盛土では壁高 1m 超、それ以外では壁高 2m 超）と同等ではないが、構造計算

に関しては建設省告示第1449号(1999)によって前述の宅造法施行令第7条の規定に基づく

ことが明確になっており、建築擁壁でも長期の許容応力度計算が基本となっている。 

したがって、擁壁の法令上の規定としては、常時の構造計算が必要とされ、耐震設計の

必要性は、壁高や地盤などを考慮して設計者が適切に判断していると考えられる。なお、

現行の宅造法の規定に基づく擁壁は、兵庫県南部地震(1995)でもほとんど大被害に至って

いないことが報告されており、現行設計方法でも一定の耐震性を保有していることが判明

している。また、宅造法の義務設置擁壁を設計する際は、宅地防災マニュアルをベースと

して設計されており、地震力を考慮した設計方法が採用されていると考えられる。 
 

 
参考文献 
1)宅地防災マニュアルの解説、建設経済局民間宅地指導室監修、㈱ぎょうせい、1992 

 
 

440



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付録 8.2 

被災宅地の危険度判定調査シート 
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付録 8.3 

被災宅地の危険度判定において 

「危険、要注意」と判定された地域 
 

A 

B

C 
DE 

F

G
H

I 

J 

国土地理院数値地図 50000(地図画像)新潟（平成 13 年 12 月 1 発行）を使用 
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1km 0

［A］ 

［B］ 

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「見附」を使用  

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「長岡」を使用  

1km 0

「危険」「要注意」

判定地域 
液状化確認地域 
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1km 0

1km0

［C］ 

［D］ 

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「長岡」を使用  

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「長岡」を使用  

現地調査で被害

を確認した地域 
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1km 0 

液状化確認地域 

「危険」「要注意」判定地域 

1km 0

［E］ 

［F］ 

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「西山」を使用  

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「長岡」を使用  
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K-NET 小 千 谷

1km0 

1km0

［G］ 

［H］

国土地理院数値地図 25000(地図画像 )高田
（平成 14 年 12 月 1 日発行）の「小千谷」を
使用  

国土地理院数値地図 25000(地図画像 )高田
（平成 14 年 12 月 1 日発行）の「小千谷」を
使用  
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1km 0

1km 0

［I］ 

［J］ 

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「小出」を使用  

国土地理院数値地図 25000(地図画像)長岡（平成 15 年 11 月 1 日発行）の「小平尾」を使用  
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